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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成２４年１１月分）について

平成24年11月分の事務処理誤り等の件数及び個別の事案等について、別添

のとおりお知らせいたします。

なお、日本年金機構においては、引き続き事務処理誤り等の再発防止に努めて

まいります。

平成２５年１月１１日

（照会先）

品質管理部長 竹村 英機

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成２４年１１月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（社会保険庁時代のものを含む。以下「事務処理誤り等」とい

う。）について、１１月に、本部担当部署及び年金事務所等の事務処理誤り等の詳細な

報告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了したものを取りまとめたも

の。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた251件のうち、公表可能な153

件及びシステム事故1件について、その概要を日本年金機構ＨＰに掲載しています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の２５１件を対象とし

ています。

１ 事務処理誤り等区分別件数

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2件 （0.8%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104件 （41.4%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24件 （9.6%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11件 (4.4%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7件 （2.8%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8件 （3.2%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件 （2.4%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2件 （0.8%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87件 （34.6%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、お客様への不審電話等、通常の業務処理の流れの

中での誤りには該当しないもの〕

合計 251件（100.0%）
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２ 制度等別件数

（１）厚生年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25件 （10.0%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16件 (6.4%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20件 （8.0%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31件 (12.4%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76件 （30.1%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

（７）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83件 （33.1%）

合計 251件（100.0%）

３ 制度等別･事務処理誤り等区分別内訳

表１ 制度等別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

2 7 4 4 0 6 1 1 0 0 25

(0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (3)

厚生年金

徴収関係

0 8 3 2 1 2 0 0 0 0 16

(0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

国民年金

適用関係

0 15 3 2 0 0 0 0 0 0 20

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

国民年金

徴収関係

0 9 9 3 6 0 0 1 0 3 31

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (2)

年金給付

関係

0 65 5 0 0 0 5 0 0 1 76

(0) (15) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (17)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (73) (73)

計
2 104 24 11 7 8 6 2 0 87 251

(0) (18) (3) (1) (1) (0) (0) (1) (0) (74) (98)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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４ 事務処理誤り等の原因

（１）原因別件数

① 確認不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134件 （53.4%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22件 （8.8%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9件 (3.6%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86件 （34.2%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 251件（100.0%）

（２）原因別･事務処理誤り等区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表

受付時
の書類
管理誤り

確認・
決定誤り

未処理・
処理遅
延

入力誤り
通知書
等の作
成誤り

誤送付・
誤送信 説明誤り

受理後
の書類
管理誤り

記録訂
正誤り 事故等 計

確認不足
1 90 15 10 7 8 2 1 0 0 134

(0) (15) (3) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (19)

適用・認識誤り
0 13 2 1 0 0 4 0 0 2 22

(0) (3) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (5)

届書等の放置
1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 9

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

その他
0 1 0 0 0 0 0 0 0 85 86

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (73) (73)

計
2 104 24 11 7 8 6 2 0 87 251

(0) (18) (3) (1) (1) (0) (0) (1) (0) (74) (98)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金
適用関係

厚生年金
徴収関係

国民年金
適用関係

国民年金
徴収関係

年金給付
関係

船員保険
関係 その他 計

確認不足
18 16 19 23 58 0 0 134

(1) (2) (1) (1) (14) (0) (0) (19)

適用・認識誤り
3 0 1 4 14 0 0 22

(1) (0) (0) (1) (3) (0) (0) (5)

届書等の放置
4 0 0 2 3 0 0 9

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

その他
0 0 0 2 1 0 83 86

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (73) (73)

計
25 16 20 31 76 0 83 251

(3) (2) (1) (2) (17) (0) (73) (98)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
12 5 11 25 11 0 83 147

(2) (1) (0) (2) (2) (0) (73) (80)

１万円未満
1 1 2 4 1 0 0 9

(1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (2)

１万円以上

５万円未満

4 2 2 2 9 0 0 19

(0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (2)

５万円以上

１０万円未満

3 1 0 0 8 0 0 12

(0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (2)

１０万円以上

５０万円未満

4 5 3 0 16 0 0 28

(0) (1) (0) (0) (5) (0) (0) (6)

５０万円以上

１００万円未満

1 1 1 0 7 0 0 10

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

１００万円以上

５００万円未満

0 0 0 0 21 0 0 21

(0) (0) (0) (0) (3) (0) (0) (3)

５００万円以上
0 1 1 0 3 0 0 5

(0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (2)

計
25 16 20 31 76 0 83 251

(3) (2) (1) (2) (17) (0) (73) (98)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の未確定のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 19 10,635,780 559,777

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 46 57,590,632 1,251,970

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 19 2,693,206 141,747

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 13 10,192,653 784,050

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 1 113,600 113,600

その他 6 46,910,219 7,818,369

計 104 128,136,090 1,232,077

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

過徴収と未徴収がある件 2件 159,982円

過払いと未徴収がある件 1件 203,164円

過払いと誤還付がある件 1件 1,433,992円

過払いと未払いがある件 1件 4,893,311円

未払いと過徴収がある件 1件 40,219,770円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 99件 （39.4%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 69件 (27.5%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 83件 （33.1%）

合計 251件（100.0%）

Ⅲ システム誤りに伴う事故等

表 ６ システム事故等一覧表

発生年月日 件 名 対象者数 影響区分 総額（円）

2012年6月21日 金融機関店舗コードの変更設定誤りについて 3名 ― 0

（注１）「総額（円）」は、システム事故等によって年金等に影響のあった額の合計金額を表示した。

（注２）システム事故等の詳細は、別添の「日本年金機構の平成24年 11月分システム事故等一覧」を

参照して下さい。



○日本年金機構の平成24年11月分 システム事故等一覧（38ページ）

（注）各事項について、１.受付時の書類管理誤り、２.確認・決定誤り、３.未処理・処理遅延、４.入力誤り、５.通知書等の作成誤り、６.誤送付・誤送信、７.説明誤り、８.受理後の書類管理誤り、９.記録訂正誤り、１０.事故等の順に編綴

○日本年金機構の平成24年11月分の事務処理誤り等一覧（1～37ページ）

１．厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ｐ 整理番号 １～２２

２．厚生年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６Ｐ 整理番号 ２３～３６

３．国民年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１０Ｐ 整理番号 ３７～５５

４．国民年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５Ｐ 整理番号 ５６～８４

５．年金給付関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２Ｐ 整理番号 ８５～１４３

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７Ｐ 整理番号 １４４～１５３



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

1

資格喪失
届の所在
不明につ
いて

受
付
時
の
書
類
管
理
誤
り

徳島
事務

センター
2011年
10月6日

2012年
5月30日

○年金事務所より、事業所から被保険
者から源泉徴収した保険料と領収済額
が相違するとのお問合せがあったとの
連絡があり、確認したところ、資格喪失
届が所在不明になっていることが判明
しました。

○事務所から回付された資格喪失届の
受付を行いましたが、その後の処理を
行わず所在不明となったものです。
○受付簿による届書の進捗状況につい
て、担当者の確認が不十分であったこ
とによります。

1事業
所1名

過徴
収

370,540

○管理・厚生年金適用グループ長が
事業所にお詫びの上説明し、保険料
について、次回納付時に調整するこ
とで了承を得ました。また、資格喪失
届を再提出していただきました。
○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、被保険者記録照会回答票を送
付することで了承を得ました。
○担当者が入力処理を行い決定通
知書を事業所あてに送付し、被保険
者記録照会回答票をお客様あてに
送付しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、届書の進捗管理の作業手順を
見直し、管理を徹底するよう注意喚
起しました。

外
部

2

資格喪失
届の所在
不明につ
いて 受

付
時
の
書
類
管
理
誤
り

沖縄 コザ
2011年
9月30日

2011年
11月22日

○事業所より、保険料額を確認したいと
のお問合せがあり、確認したところ、資
格喪失届の所在不明が判明しました。

○窓口で資格喪失届を受理しました
が、所在不明となり、入力処理を行って
いませんでした。
○受理した届書の管理が不十分であっ
たことによるものです。

1事業
所1名

過徴
収

72,784

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、過徴収した保険料は、次回納
付時に調整することで了承を得まし
た。
○資格喪失届を捜索しましたが、発
見できなかったため、事業所で保管
されていた控えにより処理を行いま
した。

○厚生年金適用調査課において、窓
口で受付した書類の管理を徹底する
よう周知しました。

外
部

3

資格取得
届に係る
事業所整
理記号の
処理誤りに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

千葉
事務

センター
2011年

10月31日
2011年
12月5日

○年金事務所より、基礎年金番号重複
取消届を提出されたお客様がＡ事業所
に勤務されているにもかかわらずＢ事
業所で資格取得していることについて
照会があり、確認したところ、厚生年金
のみの適用事業所の資格取得届に係
る事業所整理記号の処理誤りが判明し
ました。

○Ａ事業所から提出された資格取得届
の事業所整理記号欄及び基礎年金番
号欄が空欄であったため、委託業者が
事業所索引簿から記入する際に誤って
Ｂ事業所の整理記号を記入し事務セン
ターの担当者に引き渡されましたが、担
当者が誤りを見落としたまま再度委託
業者に渡したためにＢ事業所で資格を
取得したものとして新たな番号で年金
手帳が交付されたものです。
○担当者の確認不足及び入力後の
チェックにおいても誤りに気付かなかっ
たものです。

2事業
所1名

その他 20,842

○担当者がＡ事業所にお詫びの上
説明し、保険料は次回納付時に請求
することで了承を得ました。
○担当者がＢ事業所にお詫びの上
説明し、過徴収した保険料は次回納
付時に調整することで了承を得まし
た。
○事業所整理記号及び基礎年金番
号の訂正処理を行い、決定通知書を
Ａ事業所あてに送付しました。また、
Ｂ事業所から誤って送付した決定通
知書が返送されました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、事業所索引簿から整理記号を
記入している場合には事業所名だけ
でなく、事業主氏名・事業所所在地
の確認を徹底するよう周知しました。
○委託業者に事業所整理記号が空
欄であった場合の取扱いを再度説明
し、記入の際の確認を徹底するよう
要請したところ、委託業者より、担当
者に説明し、改善を図った旨の報告
がありました。

内
部

4

月額変更
届の処理
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

静岡
事務

センター
2011年
8月23日

2012年
2月17日

○年金事務所より、全国健康保険協会
から傷病手当金請求書を提出した被保
険者の平成２３年７月の月額変更届の
改定年月についてのお問合せがあった
との連絡があり、確認したところ、月額
変更届の処理誤りが判明しました。

○事業所より提出された月額変更届の
支払基礎日数に１７日未満の月がある
にもかかわらず、担当者が誤って月額
変更届の処理を行ったものです。
○処理後の確認においても誤りに気付
きませんでした。 1事業

所1名
過徴
収

20,494

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、過徴収した保険料は、次回納
付時に調整することで了承を得まし
た。月額変更届が不該当になるため
算定基礎届の提出を依頼したとこ
ろ、提出されました。
○担当者が訂正処理を行い、月額
変更届の不該当通知書及び算定基
礎届の決定通知書を送付しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、月額変更届の審査の際には
支払基礎日数の確認を徹底するよう
周知しました。

外
部

1



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

5

月額変更
届の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 北
2012年
7月9日

2012年
8月2日

○事業所より、社会保険料の口座振替
の金額が多すぎるとのお問合せがあ
り、確認したところ、月額変更届に係る
改定年月日の処理誤りが判明しまし
た。

○事業所から提出された月額変更届の
改定年月に記載誤りがありましたが、
担当者が事業所に確認を行わず誤った
改定年月で入力したものです。
○担当者の確認不足及びその後の
チェックにおいても誤りに気付かなかっ
たことによります。

1事業
所1名

過徴
収

87,555

○厚生年金適用調査課長が事業所
にお詫びの上説明し、保険料につい
て、次回納付時に調整することで了
承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、決定
通知書を事業所あてに送付しまし
た。

○厚生年金適用調査課において、書
類審査・入力の際は、届書の記載内
容を十分確認の上処理を行うよう注
意喚起しました。 外

部

6

資格取得
年月日訂
正の入力
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 東大阪
2005年
8月30日

2012年
5月22日

○事務センターより、お客様の資格取
得年月日について照会があり、確認し
たところ、資格取得年月日訂正の入力
漏れが判明しました。

○資格取得時の訂正届に取得時報酬
訂正と、取得年月日訂正の記載があり
ましたが、担当者が取得時報酬の訂正
のみを入力し、取得年月日訂正の入力
を漏らしたものです。
○その後の確認においても入力漏れに
気付かなかったものです。

1事業
所1名

未徴
収

66,041

○担当者が事業所及びお客様にお
詫びの上、説明しました。また、保険
料については時効により徴収できな
いこと及び年金給付には反映するこ
とを説明し、了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行いました。

○厚生年金適用調査課において、入
力誤り及び入力後の確認誤りを防ぐ
ため、ダブルチェックを徹底するよう
周知しました。

内
部

7

資格取得
時報酬訂
正届の入
力誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉
事務

センター
2011年
8月5日

2012年
2月14日

○年金事務所より、事業所から提出さ
れた月額変更届に添付されていた資料
と登録されている標準報酬月額が異
なっているとの連絡があり、確認したと
ころ、２名の方の資格取得時報酬訂正
届の入力誤りが判明しました。

○事業所から資格取得時報酬訂正届
が提出され、Ａ様の報酬月額を８０万
円、Ｂ様の報酬月額を１００万円に訂正
するため、健康保険の標準報酬月額で
ある７９万円、９８万円と記入すべきとこ
ろ、担当者が誤って厚生年金の上限で
ある６２万円で記入し委託したもので
す。
○入力後のチェックにおいても誤りを発
見できませんでした。

1事業
所2名

未徴
収

350,224

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、保険料を次回納付時に請求す
ることで了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、資格
取得時標準報酬月額訂正届（副）を
事業所あてに送付しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、届書審査時及び入力後の確
認を徹底するよう周知しました。

内
部

8

資格取得
届の受理
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

神奈川 鶴見
2012年
2月15日

2012年
2月24日

○事務センターより、回付された資格取
得届について賃金台帳及び出勤簿の
内容から被保険者資格がないのではな
いかとの連絡があり、確認したところ、
資格取得届の受理誤りが判明しまし
た。

○一般従業員と同様の基準により常用
的使用関係を確認できなければ、健康
保険及び厚生年金保険に加入すること
はできないにもかかわらず、担当者が
法人の家族従業員であったため役員で
あると誤認し健康保険及び厚生年金保
険に加入できるとして資格取得届を受
理したものです。
○担当者の被保険者資格の有無に対
する認識が不足していたものです。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明しましたが、ご納得いただけませ
んでした。
○担当者が事業所に再度お詫びの
上説明したところ、了承を得ました。
○届書に３名分の届出がありました
が１名分を処理不要としました。

○厚生年金適用調査課において、役
員の常用的使用関係については、
就労の形態等、個々の具体的内容
に基づいて判断しなければならない
ため、慎重に聴き取りを行うよう徹底
しました。 内

部

9

月額変更
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

群馬 前橋
2007年
7月9日

2012年
1月12日

○事務センターより、お客様の月額変
更届の処理について照会があり、確認
したところ、月額変更届の入力漏れが
判明しました。

○担当者が事業所から提出された月額
変更届の入力を漏らしたものです。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても入力漏れに気付かなかったことに
よります。

1事業
所1名

未徴
収

45,945

○担当者が事業所及びお客様にお
詫びの上説明し、保険料について
は、時効により徴収できないこと及び
年金給付には反映することを説明
し、了承を得ました。
○担当者が月額変更届の入力処理
を行い、標準報酬月額改定通知書を
送付しました。

○厚生年金適用調査課において、届
書の入力や審査時における確認を
慎重に行うことを徹底するよう周知し
ました。

内
部

2



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

10

資格取得
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡
事務

センター
2012年
4月17日

2012年
5月11日

○事業所より、資格取得届の届出をし
た方の健康保険被保険者証が届かな
いとのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、資格取得届の入力漏れが判明しま
した。

○資格取得届のうち１名の被保険者様
について氏名の変更があったため、事
業所から氏名変更届が提出された際
に、委託業者が資格取得届の入力を漏
らしたものです。
○委託業者の担当者が入力漏れに気
付かず、その後の確認においても入力
漏れを発見できなかったことによるもの
です。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。また、事業所
より当月保険料で調整してほしいと
のお申出がありました。
○担当者が入力を行い、年金事務
所に保険料更正の依頼をしました。
○年金事務所で更正した納入告知
書を、事業所あてに送付しました。

○管理・厚生年金適用グループ長
が、委託業者に今回の事象を説明
し、再発防止の要請を行ったところ、
未入力の防止及びチェック体制の強
化を行ったとの報告がありました。

外
部

11

月額変更
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 厚木
2012年
7月10日

2012年
8月21日

○事業所より、納入告知書の金額が相
違するとのお問合せがあり、確認したと
ころ、月額変更届の入力漏れが判明し
ました。

○事業所から月額変更届と算定基礎届
が１枚のＦＤで提出され、算定基礎届の
不備事項を確認していた際に、月額変
更届も併せて処理を保留したものです。
○その後の確認においても誤りに気付
かなかったことによります。

1事業
所384
名

― 0

○副所長が事業所にお詫びの上説
明し、正しい保険料の納入告知書作
成後に納付していただくことで了承を
得ました。
○訂正処理を行い、厚生年金適用
調査課長が決定通知書及び納入告
知書を事業所に交付し、誤った金額
の納入告知書を回収しました。

○厚生年金適用調査課において、届
書の速やかな処理及び届書等の管
理を徹底するよう周知しました。

外
部

12

月額変更
届の入力
漏れにつ
いて 未

処
理
・
処
理
遅
延

大阪
事務

センター
2011年
10月1日

2012年
3月13日

○年金事務所より、事業所から保険料
額についてのお問合せがあったとの連
絡があり、確認したところ、月額変更届
の入力漏れが判明しました。

○担当者が事業所から提出された月額
変更届（ＦＤ）を入力する際に算定基礎
届が未処理であったため、エラーとなり
算定基礎届入力後に再度入力すべきも
のを入力せずに処理済みとして保管し
たものです。
○その後のダブルチェックにおいても誤
りに気付かなかったことによります。

1事業
所1名

過徴
収

140,821

○年金事務所の厚生年金適用調査
課長が事業所にお詫びの上説明し、
保険料について、次回納付時に調整
することで了承を得ました。
○担当者が入力処理を行い標準報
酬月額改定通知書を年金事務所を
経由して事業所あてに送付しまし
た。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、ＦＤ収録委託分の届書が未処
理になりエラー補正が即時に行えな
かった場合は、未処理連絡票を作成
し、未処理保管箱に一旦保管し、再
度処理することを徹底するよう周知し
ました。

外
部

13

資格取得
届に係る
報酬月額
の入力誤
りについて 入

力
誤
り

沖縄 浦添
2005年
7月5日

2011年
12月27日

○担当者が厚生年金基金の記録と資
格取得時の標準報酬月額を確認したと
ころ、お客様の資格取得届に係る報酬
月額の入力誤りが判明しました。

○事業所から提出された資格取得届に
は報酬月額が２２万円と記載されてい
ましたが、担当者が誤って２０万円と入
力したことによるものです。
○担当者の入力後の確認が不十分で
あったこと及び決裁においても誤りを発
見できなかったことによります。

1事業
所1名

未徴
収

11,600

○厚生年金適用調査課長が事業所
及びお客様にお詫びの上、説明しま
した。また、保険料については時効
により徴収できないこと及び年金給
付には反映することを説明し、了承
を得ました。
○担当者が訂正処理を行いました。

○厚生年金適用調査課において、関
係書類の記載内容の確認及び入力
時の相互チェックを確実に行うよう周
知しました。

内
部

14

資格取得
届に係る
報酬月額
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

熊本 熊本西
2003年
4月22日

2012年
2月9日

○厚生年金基金より、お客様の資格取
得時の標準報酬についてお問合せが
あり、確認したところ、お客様の資格取
得届に係る報酬月額の入力誤りが判明
しました。

○事業所から提出された資格取得届の
報酬月額を２０万円と入力すべきとこ
ろ、担当者が誤って９８万円で入力した
ことによります。
○担当者の入力時及び入力後の確認
が不十分であったことによるものです。

1事業
所1名

過徴
収

545,970

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、過徴収した保険料は、次回納
付時に調整することで了承を得まし
た。
○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行いました。

○厚生年金適用調査課において、入
力を行う際には入力時の確認及び
入力後のダブルチェックを徹底する
よう周知しました。

外
部

3



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

15

資格喪失
届に係る
資格喪失
年月日の
入力誤りに
ついて 入

力
誤
り

三重
事務

センター
2012年
4月12日

2012年
5月30日

○年金事務所より、事業所から保険料
のお問合せがあり資格喪失が遡及処
理されていたため事業所に確認した
が、そのような届は提出していないとの
回答であったとの連絡があり、確認した
ところ、資格喪失届に係る資格喪失年
月日の入力誤りが判明しました。
○お客様は年金を受給されていました
が、入力誤りにより年金の過払いが発
生していました。

○担当者が資格喪失届を入力する際、
資格喪失年月日を平成２４年４月で入
力すべきところ、誤って平成２４年１月と
入力したものです。
○担当者による入力後の確認不足とそ
の後の決裁においても誤りに気付かな
かったことによります。

1事業
所1名

その他 203,164

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、保険料は次回納付時に請求す
ることで了承を得ました。
○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、過払いとなっている年金につい
て、今後支払される年金で調整する
ことで了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、年金で
調整されていることを確認しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、入力処理を行った際の届書と
処理結果リストの突合確認の徹底に
ついて注意喚起を行いました。

外
部

16

標準報酬
月額改定
通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

群馬
事務

センター
2011年
8月16日

2011年
8月19日

○年金事務所より、Ａ社会保険労務士
から受託事業所以外の事業所の標準
報酬月額改定通知書が送付されたとの
お問合せがあったとの連絡があり、確
認したところ、標準報酬月額改定通知
書の誤送付が判明しました。

○委託業者が封入の際、社会保険労
務士コードを誤認し、Ｂ社会保険労務士
が受託している事業所の標準報酬月額
改定通知書を誤ってＡ社会保険労務士
あての封筒に封入し送付したことにより
ます。
○封入後の再確認でも発見できなかっ
たことによります。

2社会
保険
労務
士1事
業所
12名

― 0

○担当者がＡ社会保険労務士にお
詫びの上説明し、了承を得ました。
誤って送付した事業所の標準報酬月
額改定通知書を回収しました。
○担当者がＢ社会保険労務士にお
詫びの上説明し、事業所の標準報酬
月額改定通知書を送付することで了
承を得ました。また、事業所へ説明し
ていただけるとのことで、お願いしま
した。
○事業所の標準報酬月額改定通知
書をＢ社会保険労務士あてに送付し
ました。

○委託業者に対し、封入作業時の複
数名による確認及び封入後のダブ
ルチェック等、基本的な確認作業を
徹底するよう要請したところ、委託業
者より、担当者に説明し、改善を図っ
た旨の報告がありました。

外
部

17

厚生年金
資格喪失
届の届出
勧奨文書
の誤送付
について 誤

送
付
・
誤
送
信

福井
事務

センター
2012年
6月26日

2012年
6月27日

○Ａ事業所より、送付された封筒の中
に、他の事業所あての封筒が混入して
いるとのお問合せがあり確認したところ
７０歳到達者に対する厚生年金資格喪
失届の届出勧奨文書の誤送付が判明
しました。

○７０歳到達者に対する厚生年金資格
喪失届の届出勧奨を発送する際、社会
保険労務士の受託事業所ごとに封入・
封緘した小封筒を、大封筒に入れて社
会保険労務士あてに送付しています
が、大封筒の宛名が受託事業所である
Ａ事業所あてになっていたにもかかわら
ず、社会保険労務士あてに送付する他
の２事業所あての小封筒を、Ａ事業所
あての大封筒に封入し送付したもので
す。
○封入・封緘時の確認が不十分であっ
たことによります。

1社会
保険
労務
士3事
業所3
名

― 0

○管理・厚生年金適用グループ長が
Ａ事業所にお詫びの上説明し、誤送
付した２事業所の未開封の封筒とＡ
事業所の文書を回収させていただ
き、委託されている社会保険労務士
にお渡しすることで了承を得ました。
○担当者が社会保険労務士にお詫
びの上説明し、Ａ事業所と誤送付し
た２事業所の封筒を交付し、了承を
得ました。
○担当者が２事業所にお詫びの上
説明し、了承を得ました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、社会保険労務士に一括送付
する際の確認表を作成し、複数名に
より確認した上で発送することを徹
底するよう周知しました。

外
部

18

資格喪失
確認通知
書の誤送
付につい
て 誤

送
付
・
誤
送
信

東京 足立
2012年
6月18日

2012年
7月4日

○Ａ社会保険労務士より、受託事業所
でないＢ事業所の通知書が届いたとの
連絡があり、確認したところ、資格喪失
確認通知書の誤送付が判明しました。

○Ｂ事業所から決定通知書等をＣ社会
保険労務士へ送付するよう依頼があ
り、事務センターの受付経過管理システ
ムに送付先の登録を行う際に、担当者
が誤ってＡ社会保険労務士と登録した
ことによりＡ社会保険労務士にＢ事業所
の資格喪失確認通知書を送付したもの
です。
○送付先の登録を行う際の確認が不十
分であったことによります。

2社会
保険
労務
士1事
業所2
名

― 0

○担当者がＡ社会保険労務士にお
詫びの上説明し、了承を得ました。
誤って送付したＢ事業所の資格喪失
確認通知書を回収しました。
○担当者がＢ事業所にお詫びの上
説明し、Ｃ社会保険労務士に資格喪
失確認通知書を送付することで了承
を得ました。
○Ｂ事業所の資格喪失確認通知書
をＣ社会保険労務士あてに送付しま
した。

○厚生年金適用調査課において、今
回の事象を職員に説明し、社会保険
労務士の送付先を登録する際は送
付先の確認を十分行うことを徹底す
るよう周知しました。

外
部

4



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

19

月額変更
届に添付さ
れた議事
録の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

岩手
事務

センター
2012年
7月19日

2012年
7月23日

○ブロック本部より、Ａ事業所から返戻
された月額変更届にＢ事業所の議事録
が添付されているとのお問合せがあっ
たとの連絡があり、確認したところ、月
額変更届に添付されていた議事録の誤
送付が判明しました。

○担当者がＡ事業所に月額変更届を返
戻する際、Ｂ事業所の月額変更届に添
付されていた議事録を、誤ってＡ事業所
の返戻文書に添付し送付したもので
す。
○封入・封緘時のチェックにおいても誤
りに気付きませんでした。

2事業
所1名

― 0

○管理・厚生年金適用グループ長が
Ａ事業所にお詫びの上説明し、了承
を得ました。誤って送付したＢ事業所
の議事録を回収しました。
○管理・厚生年金適用グループ長が
Ｂ事業所にお詫びの上説明し、了承
を得ました。Ａ事業所より回収した議
事録を交付しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、返戻する届書と添付書類を送
付する際には事業所名等の確認を
十分に行い、封入・封緘時において
も確認を徹底するよう周知しました。

外
部

20

標準報酬
月額改定
不該当通
知書の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

大阪
事務

センター
2012年
8月8日

2012年
8月15日

○年金事務所より、Ａ事業所から送付さ
れた標準報酬月額改定通知書にＢ事
業所の標準報酬月額改定不該当通知
書が同封されていた旨のお問合せが
あったとの連絡があり、確認したところ、
標準報酬月額改定不該当通知書の誤
送付が判明しました。

○委託業者がＡ事業所に標準報酬月
額改定通知書を送付する際、誤ってＢ
事業所に送付する標準報酬月額改定
不該当通知書を同封し送付したもので
す。
○封入・封緘時のチェックにおいても確
認が不十分であったことによります。

2事業
所2名

― 0

○年金事務所の厚生年金適用調査
課長がＡ事業所にお詫びの上説明
し、了承を得ました。誤って送付した
Ｂ事業所の標準報酬月額改定不該
当通知書を回収しました。
○担当者がＢ事業所にお詫びの上
説明し、Ａ事業所より回収した標準
報酬月額改定不該当通知書を送付
することで了承を得ました。
○Ｂ事業所あてに標準報酬月額改
定不該当通知書を送付しました。

○管理・厚生年金適用グループ長が
委託業者に対し、今回の事象を説明
し、再発防止策を含む報告書の提出
を求めたところ、封入作業時におけ
る確認の徹底及びダブルチェック時
における確認を厳重に行うよう指導
したとの報告がありました。

外
部

21

標準報酬
月額改定
通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

群馬
事務

センター
2012年
8月30日

2012年
9月3日

○年金事務所より、Ａ事業所からＢ事業
所の標準報酬月額改定通知書が送付
されたことについてのお問合せがあっ
たとの連絡があり、確認したところ、標
準報酬月額改定通知書の誤送付が判
明しました。

○委託業者が封入の際、事業所記号
及び住所が類似しているＢ事業所の標
準報酬月額改定通知書を誤ってＡ事業
所あての封筒に封入し送付したことによ
ります。
○封入後の再確認においても発見でき
なかったことによります。

2事業
所1名

― 0

○年金事務所の担当者がＡ事業所
にお詫びの上説明し、了承を得まし
た。誤って送付したＢ事業所の標準
報酬月額改定通知書を回収しまし
た。
○担当者がＢ事業所にお詫びの上
説明し、標準報酬月額改定通知書を
交付し了承を得ました。

○委託業者に、封入作業時の複数
名による確認及び封入後のダブル
チェック等、基本的な確認作業を徹
底するよう要請したところ、委託業者
より、担当者に説明し、改善を図った
旨の報告がありました。

外
部

22

被保険者
資格の説
明誤りにつ
いて

説
明
誤
り

東京 練馬
2011年

10月21日
2011年
11月9日

○お客様より、年金相談の際に短時間
勤務であれば被保険者資格喪失が可
能と説明を受けたが他の年金事務所に
相談した際には資格喪失はできないと
説明されたことについてのお問合せが
あり、確認したところ、被保険者資格の
説明誤りが判明しました。

○被保険者資格の相談の際に、事業主
であるにもかかわらず、短時間就労者
に係る被保険者資格の取扱いにより短
時間勤務であれば資格喪失が可能との
説明を行ったことによります。
○担当者の認識不足によるものです。 1事業

所1名
― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明しましたが、ご納得いただけず、お
詫びと説明の文書の送付を希望され
ましたので、文書を送付しました。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場
合、引き続き対応することとしまし
た。

○お客様相談室及び厚生年金適用
調査課において、被保険者資格の取
扱いを説明する場合には、役員であ
るかどうかの確認を徹底するよう周
知しました。

外
部

5



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

23

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る健
康保険料
の登録誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

福井 福井
2001年
7月頃

2011年
10月19日

○担当者が二以上事業所勤務被保険
者に係る基本保険料算出内訳書と二以
上事業所勤務被保険者台帳の事業所
毎の保険料額を確認したところ、二以上
事業所勤務被保険者の非該当となった
事業所に二以上事業所勤務被保険者
に係る健康保険料の登録誤りが判明し
ました。

○二以上事業所勤務被保険者に該当
した際に誤った健康保険料で登録した
ことによります。
○また、二以上事業所勤務被保険者が
非該当となった際にも、保険料額の確
認漏れにより、引き続き健康保険料を
徴収していたものです。

1事業
所1名

過徴
収

20,418

○担当者が事業所にお詫びの上説
明したところ、社会保険労務士に任
せてあるので、そちらに連絡してほし
いとのお申出がありました。
○担当者が社会保険労務士にお詫
びの上説明し、過徴収分について、
次回納付時に調整することで了承を
得ました。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料登録の抹消を行い、過徴収
分を調整した旨の文書を納入告知書
に同封し、事業所あてに送付しまし
た。

○厚生年金徴収課において、二以上
事業所勤務被保険者の保険料登録
処理する際は、必ず複数名でチェッ
クするよう周知しました。
○また、算定の時期に行う二以上事
業所勤務被保険者の保険料額の確
認については、基本保険料算出内
訳書に登録のある事業所すべてを
突合せするよう周知・徹底しました。

内
部

24

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料登録
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

京都 下京
2011年
7月1日

2011年
10月25日

○担当者が基本保険料算出内訳書と
二以上事業所勤務被保険者が登録さ
れている事業所の保険料額を確認した
ところ、二以上事業所勤務被保険者に
係る保険料登録誤りが判明しました。

○事業所が住所変更により他年金事務
所の管轄に変更となった際に、担当者
が二以上事業所勤務被保険者の有無
の確認を漏らし、保険料登録抹消を行
わなかったことによります。

1事業
所1名

過徴
収

189,604

○厚生年金徴収課長が事業所にお
詫びの上説明し、過徴収となった保
険料について還付請求していただく
ことで、了承を得ました。
○二以上事業所勤務被保険者の保
険料登録の抹消を行いました。
○還付請求書を受理し、保険料が還
付されたことを確認しました。

○厚生年金徴収課において、事業所
が住所変更した際は、二以上事業所
勤務被保険者の有無を保険料記録
照会回答票で確認を行い、その回答
票を添付して決裁するよう周知・徹
底しました。 内

部

25

延滞金の
収納誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

福岡 博多
2011年

12月19日
2011年

12月22日

○担当者が滞納保険料等と延滞金の
収納報告を窓口装置で入力する際に、
延滞金の収納誤りが判明しました。

○差押登録を窓口装置で入力する前で
あったため、延滞金の計算期間が窓口
装置に正しく反映されていないことに担
当者が気付かず領収したことによりま
す。

1事業
所

過徴
収

300

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、過徴収分を還付することで、了
承を得ました。
○還付決定通知書と還付請求書を
事業所あてに送付しました。
○還付請求書を受理し、事務セン
ターに回付しました。

○厚生年金徴収課において、差押後
に延滞金を領収する際は、窓口装置
で差押登録がされているかを確認し
た上で領収するよう周知・徹底しまし
た。

内
部

26

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料登録
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

奈良
大和
高田

2011年
10月7日

2011年
11月30日

○事業所より、保険料の内訳について
お問合せがあり、確認したところ、二以
上事業所勤務被保険者に係る保険料
登録誤りが判明しました。

○厚生年金適用調査課より回付された
二以上事業所勤務被保険者に係る保
険料等の金額に誤りがありましたが、
厚生年金徴収課の担当者が誤りに気
付かず入力したものです。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても誤りを発見すること
ができなかったことによります。

2事業
所1名

その他 139,140

○厚生年金徴収課長が事業所にお
詫びの上説明し、過徴収となった児
童手当拠出金に係る還付請求書を
受理しました。また、未徴収となった
厚生年金保険料については、次回
納付時に請求することで了承を得ま
した。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料登録処理の訂正処理を行
いました。
○過徴収となった児童手当拠出金の
還付を確認しました。また、未徴収と
なった厚生年金保険料が納付された
ことを確認しました。

○厚生年金徴収課及び厚生年金適
用調査課において、二以上事業所勤
務被保険者の保険料登録処理する
際は、相互チェックと検算を行うよう
周知・徹底しました。

外
部

6



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

27

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料登録
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

長野 岡谷

1987年
1月頃

2010年
3月頃

2011年
10月21日

○担当者が二以上事業所勤務被保険
者に係る基本保険料算出内訳書と二以
上事業所勤務被保険者が登録されてい
る事業所毎の保険料額を確認したとこ
ろ、二以上事業所勤務被保険者の該当
者のいなくなった事業所に二以上事業
所勤務被保険者に係る５事業所３名の
保険料を誤って登録していることが判明
しました。
○また、年金受給中の１名のお客様に
ついて、二以上事業所勤務被保険者で
あった際に、２事業所から報酬を受けて
いるにもかかわらず、１事業所の報酬
のみで標準報酬月額を決定していたた
め、本来支給すべき金額より少ない年
金額を支給していることが判明しまし
た。

○二以上事業所勤務被保険者が資格
喪失をした際に、担当者が保険料の減
額処理を失念したことによります。
○また、二以上事業所勤務被保険者に
係る保険料の確認を全事業所分につい
て実施しなければいけないところ、二以
上事業所勤務被保険者が現存する事
業所のみを確認していたため、誤りに
長期間気付かなかったことによります。

5事業
所3名

その他 40,219,770

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。還付請求書を
受理し、事務センターに回付しまし
た。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料登録の抹消を行いました。
○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、再裁定の手続きを行うことで、
了承を得ました。
○機構本部に再裁定関係書類を進
達し、訂正処理が完了したことを確
認しました。

○厚生年金徴収課において、今回の
事象を職員に説明し、算定の時期に
行う基本保険料算出内訳書による二
以上事業所勤務被保険者に係る保
険料の確認を、全事業所分について
行うよう周知・徹底しました。

内
部

28

社会保険
料等の確
認漏れに
よる説明
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 横浜西
2012年
3月23日

2012年
4月25日

○担当者が全喪事業所に係る社会保
険料の調査決定取消の作業の際に、増
減内訳書等を確認したところ、社会保険
料等の確認漏れによる説明誤りが判明
しました。

○担当者が事業所より資格喪失日の属
する月の社会保険料についてお問合せ
があった際に、社会保険料は発生しな
いと回答しましたが、遡って賞与支払届
を提出されていたため、社会保険料は
発生していました。また、再度のお問合
せの際にも社会保険料は発生しないと
誤った回答したことによります。
○担当者が増減内訳書や保険料記録
照会画面を確認して回答すべきところ、
その確認を怠ったことによります。

1事業
所

未徴
収

104,128

○厚生年金徴収課長が事業所にお
詫びの上説明しましたが、社会保険
料の納付についてはご納得いただけ
ませんでした。
○厚生年金徴収課長が事業所に再
度お詫びの上説明し、社会保険料の
納付を依頼し、了承を得ました。
○厚生年金徴収課長が社会保険料
を徴収し、領収証書を発行しました。

○厚生年金徴収課において、お客様
から社会保険料のお問合せがあっ
た際は、増減内訳書等で保険料額を
確認の上回答するよう周知・徹底し
ました。また、少しでも疑問がある場
合は複数名で確認するよう徹底しま
した。

内
部

29

延滞金納
入告知書
の作成誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

宮城 古川
2011年

10月25日
2012年
1月6日

○担当者が事業所の保険料納付状況
を窓口装置と滞納処分票で確認したと
ころ、延滞金納入告知書の作成誤りが
判明しました。

○担当者が延滞金納入告知書を作成
する際に、延滞金の算出の基礎としな
い日数を含めて計算し、誤った延滞金
納入告知書を送付したものです。
○担当者の認識誤りによるものです。 1事業

所
― 0

○訂正処理を行い、延滞金納入告
知書を作成しました。
○厚生年金徴収課長が事業所にお
詫びの上説明し、延滞金納入告知書
の差替を行い、了承を得ました。

○厚生年金徴収課において、今回の
事象を職員に説明し、差押（解除）処
理票入力のダブルチェックを周知・徹
底しました。

内
部

30

厚生年金
高齢任意
加入被保
険者に係
る厚生年
金保険料
等の告知
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 太田

2011年
10月
～

2011年
12月

2012年
1月12日

○担当者が厚生年金高齢任意加入被
保険者に係る保険料の調査決定の確
認をしたところ、厚生年金高齢任意加入
被保険者に係る保険料等の告知誤りが
判明しました。

○事業所より遡及した資格取得時報酬
訂正届の提出がありましたが、債権管
理票の報酬月額欄の補正を怠ったた
め、資格取得時報酬訂正前の報酬月
額で保険料を計算して納入告知してい
たことによります。
○窓口装置による厚生年金被保険者
記録照会の確認を行っていなかったこ
と及び決裁時の確認が不足していたこ
とによります。

1事業
所1名

過徴
収

19,850

○厚生年金徴収課長がお客様にお
詫びの上説明し、過徴収分につい
て、次回納付時に調整することで了
承を得ました。
○過徴収分を調整した保険料を納入
告知し、納付を確認しました。

○厚生年金徴収課において、高齢任
意加入被保険者の保険料計算の際
は、厚生年金被保険者記録照会を
行い標準報酬月額を確認すること及
び被保険者記録に変更・訂正が生じ
た場合には債権管理票の整備を的
確に行うよう周知・徹底しました。 内

部

7



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

31

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る賞
与保険料
の登録漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

三重 尾鷲
2011年
5月26日

2012年
1月12日

○事業所より、保険料についてのお問
合せがあり、確認したところ、二以上事
業所勤務被保険者に係る賞与保険料
の登録漏れが判明しました。

○事業所から賞与支払届が提出された
際に、担当者が二以上事業所勤務被保
険者賞与保険料登録票の作成を失念
し、賞与保険料の登録漏れをしたことに
よります。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても作成漏れに気付か
なかったことによります。

1事業
所1名

未徴
収

81,084

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、未徴収分について、次回納付
時に請求することで了承を得ました。
○担当者が登録処理を行い、標準
賞与額決定通知書を事業所あてに
送付しました。

○厚生年金適用徴収課において、入
力後の処理結果リストの相互チェッ
ク及び決裁時の確認強化を周知・徹
底しました。

外
部

32

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る賞
与保険料
の登録漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

京都 下京
2012年
2月10日

2012年
2月22日

○担当者が二以上事業所勤務被保険
者に係る処理済登録票の登録結果を
確認したところ、二以上事業所勤務被
保険者に係る賞与保険料の登録漏れ
が判明しました。

○登録を行うべき二以上事業所勤務被
保険者賞与保険料登録票が、厚生年
金適用調査課より回付される中で他の
文書に混入してしまい、未処理のまま
処理済としてファイルに編綴していこと
によります。
○月次で行う事務処理漏れ確認でも気
付かなかったことによるものです。

2事業
所4名

未徴
収

335,824

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、未徴収分について、次回納付
時に請求することで了承を得ました。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る賞与保険料登録処理を行いまし
た。
○保険料の納付を確認しました。

○厚生年金徴収課において、二以上
事業所勤務被保険者の保険料登録
処理する際は、複数名の職員による
確認をするよう周知・徹底しました。
○また、厚生年金適用調査課に登
録完了の連絡する際は、処理結果リ
ストを添付することを徹底しました。

内
部

33

口座振替
納付申出
書に係る
金融機関
コードの入
力誤りにつ
いて

入
力
誤
り

大阪 吹田
2011年
12月8日

2012年
1月13日

○事業所より、口座残高があるにもか
かわらず口座振替不能による納付書が
届いたとのお問合せがあり、確認したと
ころ、口座振替納付申出書に係る金融
機関コードの入力誤りが判明しました。

○担当者が口座振替納付申出書の入
力処理を行う際に、誤った金融機関
コードで入力処理を行ったことにより口
座振替できなかったことによります。
○入力後のチェックにおいても誤りに気
付かなかったものです。 1事業

所
未徴
収

892,936

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、口座振替されなかった保険料
について、納入告知書で納付してい
ただくことで了承を得ました。
○口座振替納付申出書の訂正処理
を行いました。
○口座振替されなかった保険料につ
いて納付を確認しました。

○厚生年金徴収課において、口座振
替納付申出書の入力処理後の完了
画面も併せてダブルチェックするよう
周知・徹底しました。

外
部

34

口座振替
納付申出
書に係る
口座番号
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

東京 府中
2012年
5月29日

2012年
8月6日

○事業所より、銀行口座に残高はある
が２ヵ月連続して口座振替されていない
とのお問合せがあり、確認したところ、
口座振替納付申出書に係る口座番号
の入力誤りが判明しました。

○担当者が口座振替納付申出書の入
力を行う際に、誤った口座番号で入力
を行ったことによります。
○入力後の確認及びチェック時におい
ても誤りに気付かなかったものです。

1事業
所

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、口座振替されなかった保険料
について、納入告知書で納付してい
ただくことで了承を得ました。
○口座振替納付申出書の訂正処理
を行いました。
○口座振替されなかった保険料の納
付を確認しました。

○厚生年金徴収課において、口座振
替納付申出書の入力後のダブル
チェックを複数名で行うよう周知・徹
底しました。

外
部

35

納入告知
書の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

香川 高松西
2012年
4月11日

2012年
4月16日

○Ａ事業所より、Ｂ事業所の納入告知
書が同封されていたとのお問合せがあ
り、確認したところ、納入告知書の誤送
付が判明しました。

○Ａ事業所とＢ事業所の納入告知書が
あて所に尋ねあたらないという理由によ
り返戻され、先に転居先住所の判明し
たＡ事業所に再送付する際に、誤ってＢ
事業所の納入告知書を混入させてし
まったことによります。
○ダブルチェックの際にも誤りに気付か
なかったものです。

2事業
所

― 0

○厚生年金徴収課長がＡ事業所に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。Ｂ事業所の納入告知書を回収し
ました。
○厚生年金徴収課長がＢ事業所に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。Ａ事業所より回収したＢ事業所の
納入告知書を送付しました。

○厚生年金徴収課において、封入・
封緘作業のダブルチェックの際は、
作業場を確保し慎重に行うよう徹底
しました。

外
部

8



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

36

保険料納
入告知額・
領収済額
通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

埼玉
事務

センター
2012年
4月20日

2012年
4月23日

○年金事務所より、A事業所から保険
料納入告知額・領収済額通知書が届い
たが、B事業所のものも同封されていた
とのお問合せがあった旨の連絡があ
り、確認したところ、保険料納入告知
額・領収済額通知書の誤送付が判明し
ました。

○委託業者が封入・封緘機を使用した
際に、本来、Ｂ事業所に送付すべき保
険料納入告知額・領収済額通知書を、
誤ってＡ事業所の保険料納入告知額・
領収済額通知書に同封し、送付したも
のです。
○委託業者が発送の際に、２名体制で
チェックを行っていましたが、発送する
枚数の違いに気付かず発送したことに
よります。

2事業
所

― 0

○年金事務所の担当者がＡ事業所
にお詫びの上説明し、了承を得まし
た。Ｂ事業所の保険料納入告知額・
領収済額通知書を回収しました。
○事務センターの担当者がＢ事業所
にお詫びの上説明し、了承を得まし
た。Ｂ事業所の保険料納入告知額・
領収済額通知書を送付しました。

○委託業者に対し、封筒の枚数確認
及びダブルチェックを確実にするよう
徹底しました。
○委託業者より顛末書の提出があ
り、受理しました。
○管理・厚生年金適用グループにお
いて、封入・封緘時のダブルチェック
を確実に行うよう指示しました。

外
部

9



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

37

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉
2006年
8月11日

2011年
12月9日

○事務センターより、国民年金第３号被
保険者期間が誤っているとの理由によ
り、老齢基礎年金裁定請求書が返戻さ
れたため、確認したところ、国民年金任
意加入に係る資格喪失予定年月日の
誤りが判明しました。

○任意加入時に、お客様の配偶者様が
平成１８年３月まで厚生年金保険に加
入していましたが、老齢基礎年金の受
給権を満たしており、平成１８年３月に６
５歳に達していたため、平成１８年３月
分については第３号被保険者とはなら
ず、第１号被保険者として保険料を納
付しなければならないことを説明すべき
ところ、見落としたことによります。
○決裁においても気付くことができませ
んでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、納付
が可能である平成２１年１２月分の
保険料額を領収可能との回答があ
り、国民年金課長がお客様に再度お
詫びの上、現金領収し、了承を得ま
した。
○事務センターに老齢基礎年金裁
定請求書を送付しました。

○国民年金課において、老齢基礎年
金の受給権を満たしている厚生年金
被保険者は、６５歳以降に達した日
の属する月以降は配偶者を第３号被
保険者とすることができないことにつ
いて周知・徹底しました。

内
部

38

国民年金
被保険者
種別変更
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

長野 松本
1994年
6月1日

2011年
12月14日

○国民年金第３号被保険者記録の確
認時、お客様の配偶者様の記録に該当
する厚生年金等の被保険者記録がな
いにもかかわらず、国民年金第１号資
格喪失及び第３号資格取得処理がされ
ていることが判明しました。

○市役所にて事業所に勤めたとの事由
で国民健康保険及び国民年金の資格
喪失手続きを行っていましたが、実際は
勤めた事業所が国民健康保険組合の
事業所であり、厚生年金の適用を受け
ていなかったにもかかわらず誤った説
明により届出されたものです。

4名
未徴
収

7,871,140

○国民年金課長及び担当者がA様
ご夫妻にお詫びの上、年金の受給権
について、過年度分及び今後６０歳
まで納めても２５年に満たないため、
６０歳以降の任意加入及び後納制度
による納付を説明し、了承を得まし
た。
○国民年金課長及び担当者がB様
ご夫妻にお詫びの上経過説明し、了
承を得ました。
○正しい記録へ訂正し、被保険者記
録照会回答票及び納付書をお渡しし
ました。

○国民年金課長が市役所に対し、資
格取得届及び種別変更届の受付を
行った際の確認の徹底及び正しい届
書の進達について、申入れを行いま
した。
○国民年金課において、今回の事象
を職員に説明し、窓口での対応の際
の確認を徹底するよう周知しました。 内

部

39

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
名古屋

北
2011年

11月29日
2011年

12月14日

○担当者が第３号被保険者記録に係る
勧奨事蹟を確認していたところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の誤りが判明しました。

○お客様の配偶者様が６５歳以上にも
かかわらず第３号被保険者のままと
なっていましたが、資格取得申出書の
区役所での受付時及び年金事務所に
おける審査時においても気付かなかっ
たものです。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、配偶者様の６５歳到達時であ
る平成２０年５月に遡って第１号被保
険者期間となることを説明しました。
また、平成２１年１１月まで遡って納
付していただくようお願いし、納付書
を送付することで了承を得ました。
○第１号被保険者への種別変更及
び資格喪失年月日の補正処理を行
い、納付書をお客様あてに送付しま
した。

○国民年金課において、資格取得申
出書の審査時には、本人記録のみ
でなく、配偶者記録及び年齢につい
ても十分確認するよう指示しました。
○区役所に今回の事象を説明し、受
付時には配偶者様の記録も含め十
分確認していただくよう要請しまし
た。

内
部

40

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

宮城 石巻
2007年
1月29日

2011年
12月27日

○お客様が老齢基礎年金の裁定請求
手続きに来所され、受給要件を確認し
たところ、国民年金任意加入に係る資
格喪失予定年月日の誤りが判明しまし
た。

○お客様は満額受給を希望されていま
したが、任意加入時に、担当者が全額
免除期間を納付済期間として計算した
ことにより、資格喪失予定年月日を誤っ
て入力処理したため早割による保険料
の納付ができなかったものです。
○また、決裁時の確認も不十分であっ
たことによります。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、付加
保険料を含む早割による保険料額と
の差額について領収可能との回答
があり、国民年金課長がお客様に再
度お詫びの上、現金領収し、了承を
得ました。
○お客様の資格記録を訂正し、保険
料の納付記録を訂正しました。

○国民年金課において、届書の受
付、審査を行う際は、担当者及び決
裁者のチェックを徹底するよう周知・
徹底しました。

内
部

10



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

41

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 天王寺
2007年
7月30日

2012年
2月3日

○お客様が老齢基礎年金の裁定請求
手続きに来所され、受給要件を確認し
たところ、国民年金任意加入に係る資
格喪失予定年月日の誤りが判明しまし
た。

○任意加入の審査の際に、海外在住期
間のカラ期間と第３号特例期間の計算
が誤っていることに気付かず、資格喪
失予定年月日を入力したことによりま
す。

1名 ― 0

○国民年金課長と担当者がお客様
にお詫びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による前納保険料額と同額の
保険料で領収可能との回答があり、
担当者がお客様に再度お詫びの
上、現金領収し、了承を得ました。
○お客様の資格記録を訂正し、保険
料の納付記録を訂正しました。

○国民年金課において、任意加入の
資格喪失予定年月日の審査の際
は、担当者、担当者以外の職員、課
長の決裁時と３回審査確認を行い、
見込額照会による年金額の確認を
することとしました。

内
部

42

国民年金
任意加入
に係る資
格取得申
出書の受
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 前橋
2008年
1月16日

2012年
2月15日

○お客様が第３号被保険者特例届の
提出に来所され、被保険者記録を確認
したところ、国民年金任意加入に係る資
格取得申出書の受理誤りが判明しまし
た。

○国民年金課において脱退手当金支
給期間を見落としていました。また、お
客様相談室では２０歳前の脱退手当金
支給期間を除外して計算していたことに
よるものです。
○脱退手当金支給期間を含めていれ
ば、６０歳到達時点で特別支給の老齢
厚生年金を請求できていましたが、脱
退手当金支給期間を見落としていたこ
とより、年金を受給できない期間が発生
してしまいました。

1名
未払
い

572,324

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、６０
歳以降の老齢厚生年金について支
給可能との回答があり、担当者がお
客様に再度お詫びの上説明し、了承
を得ました。
○老齢厚生年金の支給を確認しまし
た。

○国民年金課において、任意加入の
届出受理の際に、お客様の記録確
認を徹底するよう周知しました。
○また、お客様相談室において、今
回の事象を職員に説明し、記録確認
の徹底を周知しました。

内
部

43

国民年金
任意加入
に係る資
格取得申
出書の受
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鳥取 米子
2006年

12月14日
2012年
4月9日

○事務センターより、市町村から送付さ
れた国民年金特例任意加入満了者の
裁定請求書を審査したところ、脱退手当
金の受給期間が判明したとの連絡があ
り、確認したところ、国民年金任意加入
に係る資格取得申出書の受理誤りが判
明しました。

○お客様が年金の受給資格期間につ
て相談された際に、年金記録の氏名の
フリガナが相違していたため担当者が
脱退手当金受給期間に気付かず受給
資格期間を満たしているお客様の資格
取得申出書を受理したものです。
○担当者によるお客様への確認が不十
分であったこと及びその後の審査にお
いても誤りに気付かなかったことにより
ます。

1名
過徴
収

310,420

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、保険料還付と年金請求手続き
について説明したところ、了承を得ま
した。
○任意加入の取消入力を行い、記
録回答票及び還付請求書を送付し
ました。
○還付請求書を受理し、支払を確認
しました。

○国民年金課及びお客様相談室に
おいて、任意加入の申出の際は、お
客様へ十分な記録確認を行うこと及
び複数名で必要加入期間をチェック
することを周知・徹底しました。

内
部

44

国民年金
被保険者
種別変更
年月日の
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 厚木
2004年

10月15日
2012年
2月24日

○事務センターより、年金裁定請求書
の審査を行っていた際、国民年金第３
号被保険者記録に誤りがあるとの連絡
があり、確認したところ、国民年金被保
険者種別変更年月日の誤りが判明しま
した。

○お客様から提出された勧奨による国
民年金被保険者種別変更届の種別変
更年月日について、本来、あらかじめ印
字されている配偶者様の厚生年金資格
喪失年月日である平成１６年６月で入
力すべきところ、審査時の確認を怠った
ため、お客様が記入した平成１６年７月
と入力したことによります。 1名

未徴
収

13,300

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
により保険料が徴収できないとの回
答があり、お客様に再度お詫びの上
説明しましたが、ご納得いただけま
せんでした。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○国民年金課において、第１号種別
変更年月日と配偶者様の厚生年金
保険資格喪失年月日の日付が一致
しているかどうかを慎重に確認をす
ること及び入力処理を行った際は、
複数名でチェックを行うよう周知・徹
底しました。 内

部

11



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

45

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

和歌山
和歌山

東
2008年
3月24日

2012年
4月23日

○お客様が年金相談に来所され、資格
記録を確認したところ、国民年金任意加
入に係る資格喪失予定年月日の誤りが
判明しました。

○任意加入時に、保険料納付済記録に
ついて厚生年金と国民年金の同月内の
資格取得・喪失期間を、本来であれば
期間計算を１ヵ月とすべきところを、２ヵ
月として誤って期間計算を行ったことに
よるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、早割
による保険料額と同額の保険料で領
収可能との回答があり、担当者がお
客様に再度お詫びの上、現金領収
し、了承を得ました。
○お客様の資格記録を訂正し、保険
料の納付記録を訂正しました。

○国民年金課において、今回の事象
を職員に説明し、審査確認を慎重に
行うよう再度周知・徹底しました。

内
部

46

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 小樽
2011年
4月12日

2011年
6月7日

○担当者が任意加入被保険者の資格
喪失予定年月日を再確認したところ、国
民年金任意加入に係る資格喪失予定
年月日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、本来、２０歳から６０
歳までの加入記録を確認した上で資格
喪失予定年月日を入力すべきところ、６
０歳以降の厚生年金加入期間及び共
済組合加入期間も含めて資格喪失予
定年月日を誤って入力したことによりま
す。
○資格取得申出書の入力確認及び決
裁時において誤りに気付かなかったこ
とによるものです。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、保険料の納付が必要なことを
説明し、了承を得ました。
○お客様の資格記録を訂正し、納付
書とお詫びの文書をお客様あてに送
付しました。

○国民年金課において、任意加入の
資格喪失予定年月日の審査の際
は、年金見込額の照会を行い、年金
額を確認することを周知、徹底しまし
た。

内
部

47

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の入力漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

沖縄
事務

センター
2012年
1月26日

2012年
5月18日

○年金事務所より、お客様の代理人が
年金事務所に来所され、あと７ヵ月分口
座振替される予定が６ヵ月分しか口座
振替されていないとのお申出があったと
の連絡があり、確認したところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の入力漏れが判明しました。

○お客様は満額の年金受給を希望され
国民年金任意加入の申出をされました
が、担当者が資格取得申出書を入力処
理する際に、資格喪失予定年月日が平
成２４年１１月と記載されていたにもか
かわらず、入力を漏らし、６５歳到達日
である平成２４年１０月の前月分までの
保険料しか口座振替がされていなかっ
たものです。
○また、決裁においても誤りに気付きま
せんでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、付加
保険料を含む口座振替による前納
保険料額との差額について領収可
能との回答があり、年金事務所の担
当者がお客様に再度お詫びの上、
現金領収し、了承を得ました。
○お客様の資格記録を訂正し、保険
料の納付記録を追加しました。

○国民年金グループにおいて、資格
取得申出書に係る資格喪失予定年
月日を入力する場合は、４８０月に到
達又は受給権が発生するかどうか資
格喪失年月日を複数名でチェックす
るよう周知・徹底しました。

外
部

48

国民年金
第３号被保
険者資格
取得届の
審査及び
入力誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

長崎 長崎南
2007年

11月21日
2012年
6月28日

○お客様が年金見込額照会のため来
所され、年金加入記録について確認し
たところ、国民年金第３号被保険者資
格取得届の審査及び入力誤りが判明し
ました。

○お客様が年金記録の整備のため窓
口に来所され、第３号被保険者特例届
の入力を行う際、配偶者様の厚生年金
記録の確認を十分に行わなかったた
め、第３号被保険者期間とはならない
期間を対象期間と誤認し、入力を行い
ました。
○決裁においても誤りに気付かなかっ
たことによります。

1名
誤還
付

113,600

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、記録訂正に伴う誤還付分の返
納について説明し、了承を得ました。
○資格記録及び納付記録の補正を
行い、返納金の納入告知書を送付し
ました。

○国民年金課において、窓口におけ
る各種届等の受付及び処理の際
は、複数名で確認を行い、処理決裁
においても十分な内容確認を徹底し
ました。

内
部

12



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

49

国民年金
任意加入
に係る資
格取得申
出書の受
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

沖縄 浦添
2010年
3月9日

2012年
2月1日

○お客様が年金記録の確認のため窓
口に来所された際に、第３号被保険者
特例届の未届期間があり、確認したとこ
ろ、国民年金任意加入に係る資格取得
申出書の受理誤りが判明しました。

○任意加入時に、本来、配偶者様の年
金記録及び被扶養者情報の確認を
行った上で、第３号被保険者特例届の
提出を求めるべきところ確認を怠ったこ
とにより、お客様が受給要件を満たして
いないものとして、誤って資格取得申出
書を受理したことによります。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても気付かなかったこ
とによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○お客様より第３号被保険者特例届
を受理し、入力処理を行いました。
○お客様より資格取得申出書の提
出の際に、第３号被保険者特例届の
説明があれば届出しており、年金の
未払いが発生しなかったとのお申出
がありました。
○機構本部に取扱いを協議し、特別
支給の老齢厚生年金の支払につい
て、確認不足を理由に遡及すること
は認められないとの回答があり、担
当者がお客様に再度お詫びの上説
明し、了承を得ました。
○任意加入後に納付した保険料に
ついては老齢基礎年金が増えるの
であれば還付の必要がないとのご希
望があり、特別支給の老齢厚生年金
裁定請求書を受付しました。

○国民年金課において、窓口での資
格取得申出書受付の際にはチェック
シートの活用及び複数名による
チェックを行うよう再度周知・徹底し
ました。

内
部

50

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 堺東
2009年
5月25日

2012年
5月21日

○お客様が街角の年金相談センターに
来所され、記録を確認したところ、国民
年金任意加入に係る資格喪失予定年
月日の誤りが判明しました。

○任意加入時、昭和３６年４月１日以前
の厚生年金保険の被保険者期間につ
いては、昭和３６年４月１日以降に国民
年金以外の公的年金制度に加入し、か
つ昭和３６年４月１日以降の国民年金
以外の公的年金制度の被保険者期間
と合わせて１年に満たない場合は合算
対象期間として算入されないにもかか
わらず、合算対象期間として計算してい
たことによります。

1名 ― 0

○街角の年金相談センター長がお
客様にお詫びの上、保険料の納付
が必要なことを説明し、了承を得まし
た。
○お客様より納付の希望があったた
め、担当者がお客様に再度お詫び
の上、納付書を交付し、了承を得ま
した。また、年金請求書をご提出い
ただくよう説明しました。
○国民年金保険料が納付されたこと
を確認しました。

○国民年金課において、昭和３６年
４月１日以前の厚生年金保険の被保
険者期間である合算対象期間につ
いては、１年以上被保険者期間が必
要であることを周知しました。

内
部

51

国民年金
第１号被保
険者種別
変更届の
入力漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

兵庫 尼崎
2011年
3月11日

2011年
5月6日

○お客様より、国民年金第１号被保険
者種別変更届を提出したが納付書が届
かないとのお問合せがあり、確認したと
ころ、国民年金第１号被保険者種別変
更届の入力漏れが判明しました。

○お客様は国民年金第３号被保険者
資格取得届と同時に国民年金第１号被
保険者種別変更届を提出されました
が、担当者が年金記録を確認したとこ
ろ、届出された国民年金第３号被保険
者資格取得届が処理済であったため処
理不要とした際に、第３号被保険者資
格取得届の最後に添付されていた第１
号被保険者種別変更届の確認を怠り、
入力を漏らしたことによります。 1名

過徴
収

50

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、すで
に納付した平成２３年４月分及び平
成２３年５月から平成２４年３月まで
の１１ヵ月前納の合算額から納付書
による１年前納額の差額に相当する
保険料について還付可能との回答
があり、担当者がお客様に再度お詫
びの上説明し、了承を得ました。
○還付請求書を送付し、後日、支払
を確認しました。

○国民年金課において、受付した書
類については、最後の１枚まで確認
するよう周知・徹底しました。

外
部

13



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

52

国民年金
被保険者
資格取得
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡
事務

センター
2009年
1月29日

2012年
3月13日

○年金事務所より、事務センターに回
付した国民年金資格取得届について市
役所から照会があったとの連絡があり、
確認したところ、国民年金被保険者資
格取得届の入力漏れが判明しました。

○担当者が被保険者記録との事前確
認を行った際に、資格取得届（新規）の
記載を転入届と誤認してしまい、入力不
要として判断したことによります。
○また、事後確認においても、入力不
要として再確認を怠ったことによるもの
です。

1名
未徴
収

189,830

○担当者がお客様にお詫びの上、
資格取得届が未処理となっていたこ
と及び保険料の一部が時効により納
付できないことを説明し、了承を得ま
した。
○資格取得届の入力を行い、納付
書を交付しました。

○国民年金グループにおいて、被保
険者記録との事前確認及び事後確
認について、改めて注意喚起を行い
ました。

外
部

53

国民年金
第３号被保
険者種別
変更届の
処理漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

滋賀
事務

センター
2010年
3月1日

2012年
6月21日

○年金事務所より、国民年金第３号被
保険者種別変更届の処理状況につい
て照会があり、確認したところ、国民年
金第３号被保険者種別変更届の処理
漏れが判明しました。

○お客様の配偶者様が平成２２年２月
に厚生年金を資格喪失し、同月に再取
得しているため、再度第３号被保険者
の種別変更処理を行うべきところ、処理
を漏らしていたことによります。

1名 ― 0

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○国民年金第３号被保険者種別変
更届の入力処理を行い、該当通知
書、被保険者記録照会回答票及び
お詫びの文書を、お客様あてに送付
しました。

○国民年金グループにおいて、１枚
の届書で複数の事務処理を委託す
る場合は、事後確認時に処理委託
の数と入力印の数が合致している
か、委託した事務処理が正確に行わ
れているかの確認を徹底しました。 内

部

54

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

福岡 南福岡
2009年
2月18日

2012年
2月17日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日
到達者リストを確認したところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の入力誤りが判明しました。

○資格取得申出書を入力処理する際
に、資格喪失予定年月日を平成２４年４
月と入力するところ、誤って平成２４年１
月と入力したことによります。
○また、入力後の確認及び決裁におい
ても、誤りを発見できなかったもので
す。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、付加
保険料を含む口座振替による前納
保険料額との差額について領収可
能との回答があり、担当者がお客様
に再度お詫びの上説明し、現金領収
し、了承を得ました。
○お客様の資格記録を訂正し、保険
料の納付記録を訂正しました。

○国民年金課において、任意加入の
資格喪失予定年月日の審査の際
は、年金見込額の照会を行い、年金
額を確認すること、また、その結果に
ついても複数名で確認を行うよう周
知・徹底しました。

内
部

55

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

埼玉 大宮
2008年
10月2日

2012年
2月16日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日
到達者リストを確認したところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の入力誤りが判明しました。

○資格取得申出書を入力処理する際
に、資格喪失予定年月日を平成２４年３
月と入力するところ、誤って平成２４年１
月と入力したことによります。
○また、決裁時の確認においても入力
誤りを発見できませんでした。 1名

過徴
収

100

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、２ヵ月分の保険料の納付が必
要となること及び割引の説明をした
上で定額保険料の納付書により納
付していただくことで、了承を得まし
た。
○お客様の資格記録を訂正し、納付
書を交付しました。
○２ヵ月分の保険料納付を確認しま
した。

○国民年金課において、任意加入の
資格喪失予定年月日の審査の際
は、年金見込額の照会を行い、年金
額を確認すること、また、その結果に
ついても複数名で確認を行うよう周
知・徹底をしました。 内

部

14



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

56

国民年金
基金加入
者に対す
る付加保
険料納付
申出書の
入力誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 岡崎
2009年
4月15日

2011年
8月16日

○国民年金基金より、付加保険料納付
中と思われる加入員が１名いるので、
付加保険料納付辞退手続き等の対応
をお願いしたいとのお問合せがあり、確
認したところ、付加保険料納付申出書
の入力誤りが判明しました。

○付加保険料納付申出書を審査する
際に、国民年金基金加入者であること
を見落としたこと及び入力した際に窓口
装置に表示される警告メッセ－ジを見
落としたことによるものです。
○決裁時においても誤りを発見できま
せんでした。 1名

過徴
収

14,130

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上説明し、付加保険料の還付請
求書をご自宅へ送付することで了承
を得ました。
○付加保険料の加入記録及び納付
記録の取消しを行いました。
○事務センターへ還付請求書の受
理及び支払予定を確認しました。

○国民年金課において、慎重な記録
確認及び警告メッセ－ジの見落とし
防止、複数名によるチェックの徹底を
図ることとしました。

外
部

57

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の受理漏
れについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

福島
東北
福島

2011年
9月27日

2011年
11月29日

○お客様より、平成２３年９月に資格取
得申出書と同時に付加保険料納付申
出書を提出したが、付加保険料非該当
通知書と定額保険料納付書が届いたと
のお申出があり、確認したところ、口座
振替納付申出書の受理漏れと説明誤り
が判明しました。

○資格取得申出書及び付加保険料納
付申出書の受理時に、お客様が口座振
替による前納を希望されていたにもか
かわらず、国民年金課の窓口におい
て、お客様のご意向を十分に確認せ
ず、一括納付による納付書を作成した
ことによるものです。
○また、任意加入は原則口座振替と
なっており、口座振替によらない納付の
場合は事由該当申出書を受理しなけれ
ばならないところ、失念していました。

1名
過徴
収

750

○国民年金課長がお詫びの上、説
明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年９月から１２月分の付加を含む
保険料と同額の保険料で領収可能
であること及び本部協議を行った平
成２３年１２月に前納の申出があった
とみなして平成２３年１２月から平成
２４年２月分の付加を含む保険料の
前納額と同額の保険料で領収可能
との回答があり、国民年金課長がお
客様に再度お詫びの上、現金領収
し、了承を得ました。
○付加保険料の納付記録を訂正し
ました。

○国民年金課において、お客様相談
室との連携を含めて、付加保険料の
取扱いについて十分に注意し、入力
段階での相互チェック等について徹
底することとしました。

外
部

58

国民年金
保険料口
座振替の
再開処理
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 旭川
2010年

12月24日
2012年
2月23日

○町役場より、お客様から平成２３年度
国民年金保険料控除証明書が送付さ
れていないとのお問合せがあったとの
連絡があり、確認したところ、国民年金
保険料口座振替の再開処理漏れが判
明しました。

○資格記録追加、喪失の処理を行う
際、付加記録があり追加処理ができな
かったため、資格喪失、資格取得の順
に入力を行いました。資格喪失の入力
により現年度の口座振替記録が喪失と
なったため、本来ならば資格取得年月
日を入力した後に口座振替の再開を入
力すべきところを失念してしまったことに
よるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、現時
点において口座振替１年前納額で領
収可能との回答があり、担当者がお
客様に再度お詫びの上、現金領収
し、了承を得ました。
○また、平成２３年度保険料は平成
２４年の控除対象となることを説明
し、了承を得ました。

○国民年金課において、記録補正の
処理は追加処理コードの使用を基本
とすること、補正前、補正後の記録
画面を決裁の際に必ず添付するこ
と、処理担当者及び決裁者は添付漏
れ、入力漏れを確認し、ダブルチェッ
クすることについて周知・徹底しまし
た。

外
部

59

国民年金
保険料クレ
ジットカー
ド納付（変
更）申出書
の交付誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

兵庫 尼崎
2011年

11月11日
2012年
3月7日

○お客様より、付加保険料非該当通知
書が届いたとのお問合せがあり、確認
したところ、クレジットカード納付（変更）
申出書の用紙を誤って交付していたこ
とが判明しました。

○新規でクレジットカード納付のご希望
があったため、本来は国民年金保険料
クレジットカード納付（変更）申出書を交
付すべきところ、誤って国民年金保険料
クレジットカード納付辞退申出書を交付
してしまったため、返戻等の時間が発
生し、平成２３年１２月から平成２４年２
月までの付加保険料が納付期限内に
振込とならなかったことによります。

1名
未徴
収

1,200

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、クレ
ジットカード納付が開始されるまでの
期間については、納付書が交付され
たことを考慮した結果、平成２３年１
２月から平成２４年２月までの付加保
険料の納付は認められないとの回答
があり、お客様相談室長がお客様に
再度お詫びの上説明し、了承を得ま
した。

○お客様相談室において、一つの棚
に国民年金保険料クレジットカード納
付（変更）申出書と国民年金保険料
クレジットカード納付辞退申出書を保
管していたが、それぞれの棚を作り、
書類の交付誤りがないように徹底し
ました。また、届書の交付誤りがない
よう、確実にチェックすることを周知・
徹底しました。

外
部

15



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

60

国民年金
保険料に
係る振替
口座の解
除誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

栃木
宇都宮

東
2012年
2月29日

2012年
4月10日

○担当者が口座振替不能調査一覧表
に基づき、口座振替不能理由を金融機
関に確認したところ、金融機関が国民
年金保険料に係る振替口座を誤って解
除していることが判明しました。

○お客様は国民年金保険料の引落し
口座と遺族厚生年金の振込口座を同
一口座に指定していましたが、遺族厚
生年金の振込口座の変更依頼があり、
金融機関で変更処理を行った際、本
来、年金振込口座の設定のみを解除す
べきところ、誤って国民年金保険料の振
替口座の設定も解除してしまったことに
よります。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、遡及
して付加を含む保険料で領収可能と
の回答があり、担当者がお客様に再
度お詫びの上、現金領収し、了承を
得ました。
○事務センターにおいて、付加保険
料非該当の取消処理及び納付記録
の補正処理を行いました。

○金融機関より、口座振替不能事故
に係る顛末書を受理しました。

内
部

61

国民年金
保険料口
座振替辞
退に係る
金融機関
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

岩手 盛岡
2012年
5月1日

2012年
5月10日

○金融機関より、処理誤りによりお客様
のお子様の国民年金保険料が口座振
替されなかったとの連絡があり、確認し
たところ、国民年金保険料口座振替辞
退に係る金融機関の処理誤りが判明し
ました。

○金融機関において、１名分の国民年
金保険料預金口座振替辞退(取消）通
知書により、お客様の国民年金保険料
口座振替の登録を誤ってすべて解約し
たことにより、同一口座の２名分の１年
前納の口座振替を止めてしまったこと
によります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納保険料額と同額
の保険料で領収可能との回答があ
り、担当者がお客様に再度お詫びの
上説明し、現金領収し、了承を得まし
た。
○納付記録の補正を行い、お客様
へ保険料収納処理完了と金融機関
での次回振替再開処理完了のお知
らせを送付しました。

○国民年金課において、口座振替の
辞退申出の際には、お客様に対し、
複数の振替の有無や金融機関への
確認を行っていただくよう周知しまし
た。
○金融機関へ再発防止の依頼を行
い、顛末書を受理しました。 外

部

62

国民年金
保険料口
座振替に
係る緊急
停止処理
誤りについ 確

認
・
決
定
誤
り

長野 岡谷
2012年
5月1日

2012年
5月2日

○お客様より、口座から国民年金の前
納保険料が引落しになっていないとの
お問合せがあり、確認したところ、国民
年金保険料口座振替に係る緊急停止
処理誤りが判明しました。

○お客様からご連絡をいただいた際、３
月分を現金で納付されていることを確
認し、前納保険料のみ口座振替される
と説明しましたが、口座振替の情報を
確認せず、３月分の緊急停止の処理を
行っていなかったため、３月分保険料が
口座振替され、前納分が資金不足によ
り口座振替ができなかったものです。 1名

過徴
収

15,020

○所長及び国民年金課長がお客様
にお詫びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納額と同額で領収
可能との回答があり、所長及び国民
年金課長がお客様に再度お詫びの
上、現金領収し、了承を得ました。
○事務センターに納付記録の補正を
依頼しました。
○還付請求書を受理し、支払予定日
を確認しました。

○国民年金課において、今回の事象
を職員に説明し、再発防止の周知・
徹底を行いました。
○また、今回の事例と他の事例を合
せ事務処理誤りについての研修を行
いました。

外
部

63

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の返戻処
理遅延に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪
事務

センター
2012年
2月22日

2012年
4月20日

○お客様より、１年前納ができない理由
を知りたいとのお問合せがあり、確認し
たところ、口座振替納付申出書の返戻
の処理遅延により１年前納できないこと
が判明しました。

○口座振替納付申出書の審査時に国
民年金基金加入者であることが確認で
きたため、本来、国民年金基金に保険
料の納付委託取消を速やかに届出す
るよう口座振替納付申出書に明記の
上、返戻すべきところ、返戻を保留して
いたことによります。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納額で領収可能と
の回答があり、年金事務所の担当者
がお客様に再度お詫びの上、現金
領収し、了承を得ました。
○口座振替納付申出書の入力処理
及び納付記録の補正処理を行いま
した。

○国民年金グループにおいて、口座
振替納付申出書の審査時に、国民
年金基金加入者であることが確認で
きた場合は、国民年金基金への納
付委託取消届の提出が必要である
ことを明記の上、保留することなく速
やかに返戻を行うこととしました。 外

部

16



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

64

国民年金
保険料クレ
ジットカー
ド納付（変
更）申出書
の入力誤
りについて
り

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 春日部
2012年
4月1日

2012年
4月23日

○国民年金電話相談センターより、お
客様からクレジット納付額通知書の記
載内容が誤っているとのお問合せが
あったとの連絡があり、確認したところ、
クレジットカード納付（変更）申出書の入
力誤りが判明しました。

○お客様よりクレジットカードの納付方
法について、６ヵ月前納から毎月納付
へ変更依頼を受けた際、本来、クレジッ
トカード納付辞退申出書により６ヵ月前
納を停止し、新たに毎月納付にて入力
すべきところ、クレジットカード納付（変
更）申出書のみを受付してしまったこと
が原因です。
○また、窓口対応者の説明、受付誤り
及び入力担当者、決裁者の確認不足に
よるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、６ヵ
月前納の引落しを停止し、平成２４
年４月分以降の保険料をクレジット
カードにて毎月納付とする旨の回答
があり、担当者がお客様に再度お詫
びの上説明し、了承を得ました。
○納付記録の取消及び追加処理を
行いました。

○国民年金課において、今回の事象
を職員に説明し、クレジットカード納
付（変更）申出書の入力方法につい
て改めて周知・徹底しました。

外
部

65

国民年金
保険料口
座振替依
頼書の送
付漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 横浜中
2012年
3月22日

2012年
5月25日

○お客様のお母様より、国民年金の保
険料が口座振替されていないとのお問
合せがあり、確認したところ、国民年金
保険料口座振替依頼書の送付漏れが
判明しました。

○口座振替依頼書が金融機関に送付
されていないことを、入力時及びその後
の決裁においても見落としたことにより
ます。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、付加
保険料を含む口座振替１年前納額
で領収可能との回答があり、担当者
がお客様に再度お詫びの上、現金
領収し、了承を得ました。
○納付記録の補正処理を行いまし
た。
○口座振替納付依頼書を金融機関
に送付しました。

○国民年金課において、書類の全件
確認を行い、他に同様の事例がない
ことを確認しました。
○また、入力時に担当者と課長にて
確認し、その後１週間毎に送付漏れ
が無いか２名の職員にて書類の再
確認を実施することとしました。 外

部

66

国民年金
保険料口
座振替の
再開処理
漏れにつ
いて 未

処
理
・
処
理
遅
延

大阪 枚方
2012年
4月11日

2012年
4月16日

○担当者が平成２４年３月末における
国民年金保険料の口座振替緊急停止
者について、辞退届の処理状況を確認
したところ、４月末振替をすべき３名分
の再開処理漏れが判明しました。

○本来、平成２４年３月末における口座
振替のみを停止し、平成２４年４月以降
の口座振替の再開処理を入力期限ま
でに行うべきところ、失念していたことに
よります。

3名
過徴
収

50

○担当者が３名のお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、１ヵ
月あるいは１年前納額に相当する保
険料を、それぞれ領収可能との回答
があり、担当者が２名のお客様に再
度お詫びの上、現金領収し、了承を
得ました。
○また、１名のお客様については、
定額分で納付するので納付書を送
付してほしいとのお申出があり、納
付書を送付することで、了承を得まし
た。
○口座振替の再開処理及び納付記
録の補正処理を行いました。

○国民年金課において、入力期限ま
でに入力漏れが発生しないように再
度、周知しました。
○また、月間スケジュール表への記
載だけでなく、各種事業や入力期限
等について、朝礼時に確認すること
としました。

内
部

67

国民年金
保険料口
座振替の
再開処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

新潟 新潟東
2011年
10月1日

2012年
4月16日

○担当者が口座振替長期未経過一覧
表を確認したところ、口座振替の再開処
理漏れが判明しました。

○納付書にて平成２３年６月分から平
成２４年３月分までを前納していただい
た際に、口座振替がされないよう緊急
停止を行いましたが、担当者がその後
の再開処理を漏らしていたことによるも
のです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納額で領収可能と
の回答があり、担当者がお客様に再
度お詫びの上、現金領収し、了承を
得ました。
○納付記録を補正し、口座振替の再
開処理を行いました。

○国民年金課において、相互チェッ
クについて再度、周知・徹底しまし
た。特に重点項目については繰り返
しチェックすることを徹底しました。

内
部

17



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

68

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
（年金事務
所提出用）
の回付漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

奈良 奈良
2011年
1月28日

2011年
11月9日

○お客様より、口座振替の開始につい
てのお問合せがあり、確認したところ、
お客様と配偶者様の口座振替納付申
出書が金融機関から回付されていない
ことが判明しました。

○お客様が金融機関に提出した平成２
３年度からの国民年金保険料口座振替
納付申出書（年金事務所提出用）を、お
客様に返却し、年金事務所に回付して
いなかったことが原因です。

2名 ― 0

○金融機関がお客様にお詫びの
上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年４月分から平成２４年３月分ま
での保険料額と口座振替による付加
を含む１年前納保険料額との差額を
還付するとの回答があり、金融機関
を通じてお客様に説明し、了承を得
ました。
○還付請求書を受理し、支払いを確
認しました。

○金融機関に対し、口座振替納付申
出書を金融機関から年金事務所に
送付し、本人から提出させる場合
は、十分に説明するよう、また、書類
の管理を徹底するよう申入れまし
た。 外

部

69

国民年金
付加保険
料納付者
非該当処
理の未処
理につい
て 未

処
理
・
処
理
遅
延

千葉 船橋
2011年
3月25日

2011年
7月11日

○他年金事務所より、付加保険料納付
者非該当の処理が未処理ではないかと
の指摘があり、確認したところ、処理を
行っていないことが判明しました。

○付加保険料を納付する者が、付加保
険料を納期限までに納付しなかったとき
は、納期限の日をもって付加保険料を
納付する者でなくなる申出をしたものと
みなし、その者を付加保険料納付者非
該当とするべきところ、処理を漏らした
ことによります。
○取扱いについての知識不足及び認
識誤りによるものです。

1名
過徴
収

5,530

○担当者がお客様のご自宅へ電話
及び訪問しましたが、接触がとれな
かったため、付加保険料納付被保険
者非該当通知書及び今回の事象を
ご説明する文書を送付しました。
○お客様よりお問合せがないため、
改めて国民年金付加保険料納付申
出の取消をご説明する文書を送付し
ました。
○付加保険料の非該当処理を行
い、還付請求書を送付しました。
○還付金の支払について確認しまし
た。
○その後、お客様よりお問合せがあ
りませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○国民年金課において、国民年金法
令に基づいた付加保険料の取扱い
をするよう周知・徹底しました。

内
部

70

国民年金
保険料口
座振替の
再開処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 藤沢
2012年
7月20日

2012年
8月28日

○担当者が口座振替不能調査一覧表
を確認したところ、国民年金の口座振替
が停止状態となっていることが判明しま
した。

○お客様より、平成２４年６月分は免除
審査中のため、７月分以降について納
付希望とのお申出があり、６月分につい
ては、金融機関に対して緊急停止を依
頼し、７月分（早割）のみが口座から引
落しされることとなりました。
○その後、８月分以降の保険料を口座
振替（早割）するためには、本来であれ
ば、口座振替再開の処理を口座諸変更
入力締切日までに行わなければならな
いところ、この処理を失念したことにより
ます。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２４年８月分の早割保険料を領収可
能との回答があり、国民年金課長が
お客様に再度お詫びの上、現金領
収し、了承を得ました。
○口座振替の再開処理を行いまし
た。

○国民年金課において、口座振替緊
急停止後の口座振替再開処理につ
いては、口座諸変更締切日までに細
心の注意を払いながら行うことを周
知・徹底しました。
○また、口座振替緊急停止者管理
簿に、口座振替再開の処理が必要
な場合には、赤字で再開月に係る口
座諸変更締切日を記載することとし
ました。

内
部

71

国民年金
保険料口
座振替依
頼書の送
付遅延に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 杉並
2011年
12月5日

2012年
2月24日

○お客様より、口座振替納付申出書を
提出したが、平成２３年１２月分の国民
年金保険料が口座振替されていないと
のお問合せがあり、確認したところ、口
座振替依頼書を金融機関に送付しない
まま放置していたことが判明しました。

○お客様より口座振替納付申出書と口
座振替依頼書の提出があったため、入
力処理後、速やかに口座振替依頼書を
金融機関に送付すべきところ、一時的
に机とデスクマットの間に保管してしま
い、そのことを失念してしまったことによ
ります。
○また、受付処理簿において口座振替
依頼書の進捗管理が行われていませ
んでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年１２月分の定額保険料と付加
保険料を領収可能との回答があり、
国民年金課長がお客様に再度お詫
びの上、現金領収し、了承を得まし
た。
○納付記録の訂正処理を行い、口
座振替依頼書を金融機関に送付し
ました。

○国民年金課において、口座振替納
付申出書を受付した際は、口座振替
依頼書の有無を必ず確認の上、保
管場所に保管するよう徹底しました。
○また、口座振替納付申出書入力
後は口座振替依頼書の送付状況を
確認するため、進捗管理を行うよう
徹底しました。

外
部

18



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

72

国民年金
付加保険
料納付書
の作成漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 練馬
2011年
4月頃

2011年
10月17日

○担当者が付加保険料未納者一覧表
の点検を行っていた際に、お客様の平
成２３年３月分付加保険料が納付され
ていないことが判明し、確認したところ、
付加保険料納付書の作成漏れが判明
しました。

○お客様より提出いただいた転入届及
び氏名変更届を入力した際に、過年度
納付書が自動で作成されるものと誤認
し、平成２３年３月分の付加保険料納付
書を作成していなかったことによりま
す。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年３月分付加保険料について領
収可能との回答があり、担当者がお
客様に再度お詫びの上、現金領収
し、了承を得ました。
○付加保険料の納付記録を訂正し
ました。

○国民年金課において、住所変更や
氏名変更などの処理に当たっては、
漏れなく納付書作成や申請書送付を
行うよう周知・徹底しました。

内
部

73

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の処理誤
りについて

入
力
誤
り

東京 港
2011年
6月28日

2012年
5月30日

○担当者が口座振替不能調査一覧表
を確認したところ、お客様よりご提出い
ただいた口座振替納付申出書の口座
名義人氏名を誤って処理していたこと
が判明しました。

○口座名義人氏名を誤認して入力した
ことが原因です。
○また、入力内容を確認する際にも、誤
りを見つけることができませんでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、前納
金額で収納可能との回答があり、担
当者がお客様に再度お詫びの上、
現金領収し、了承を得ました。
○納付記録の補正処理及び口座振
替の訂正処理を行いました。

○国民年金課において、入力内容の
確認と処理結果リストをチェックする
際には２名以上の職員で確認作業を
行うよう周知・徹底しました。

内
部

74

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

神奈川
事務

センター
2011年

11月30日
2012年
3月22日

○年金事務所より、口座振替不能者に
ついて連絡があり、確認したところ、口
座振替納付申出書の入力誤りが判明し
ました。

○お客様の口座振替納付申出書に記
載されていた銀行口座の通帳番号につ
いて、担当者が誤った通帳番号を入力
処理したことによります。
○複数名によるチェックにおいても誤り
に気付くことができませんでした。

1名 ― 0

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、１ヵ
月前納口座振替額と同額で領収可
能との回答があり、年金事務所の担
当者がお客様に再度お詫びの上、
現金領収し、了承を得ました。
○口座振替納付申出書の訂正処理
を行い、領収した保険料の登録を行
いました。

○国民年金グループにおいて、届書
等の審査・入力の際、記載内容に疑
義が生じた場合には、その都度、お
客様に対して確認をすることを周知・
徹底しました。

内
部

75

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の処理誤
りについて

入
力
誤
り

三重
事務

センター
2012年
2月7日

2012年
5月1日

○年金事務所より、お客様のお母様か
ら１年前納による口座振替がされてい
ないとお問合せがあったとの連絡があ
り、確認したところ、口座振替納付申出
書の口座名義人の処理誤りが判明しま
した。

○委託業者が口座名義人のフリガナ氏
名の入力処理を誤り、その後のチェック
でも見落としていました。
○また、事務センターによる処理結果リ
ストとの確認作業においても見落として
いたことによるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２４年４月分から平成２５年３月分に
ついて口座振替による１年前納保険
料額と同額の保険料を領収可能との
回答があり、担当者がお客様のお母
様に説明したところ、保険料納付か
ら学生納付特例への変更を強く希望
されました。
○学生納付特例申請書及び口座振
替辞退申出書を受理しました。

○委託業者の責任者に対して今回
の事象について説明を行い、入力処
理後のチェックを確実に行うよう申し
入れました。
○また、国民年金グループにおい
て、改めて入力処理後の確認を徹底
するよう周知しました。

外
部

19



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

76

国民年金
保険料免
除勧奨（ハ
ガキ形式）
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

福岡 久留米
2011年

11月25日
2011年
12月1日

○市役所より、６０歳以上の国民年金
任意加入申出者にハガキ形式の免除
申請書が送付されているとのお問合せ
があり、確認したところ、国民年金保険
料免除勧奨（ハガキ形式）の作成誤り
が判明しました。

○国民年金保険料免除勧奨（ハガキ形
式）対象者の抽出条件を設定する際、
生年月日による条件を設定しなかった
ため、６０歳以上の任意加入未納者を
含めて抽出したことによるものです。

13名 ― 0

○担当者が１２名のお客様に対し、
お詫びの上説明したところ、了承を
得ました。
○連絡のつかなかった１名のお客様
に対して、自宅を訪問しましたが不
在であったため、経過説明とお詫び
の文書を差し置きしました。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○免除勧奨対象者を抽出する際に
は、６０歳以上の方を抽出しないよう
年齢条件を必ず入れる取扱いとしま
した。
○また、入力後のダブルチェックを確
実に行うことを周知・徹底しました。

外
部

77

口座振替
開始（変
更）通知書
の作成の
誤りについ
て

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

長野
事務

センター
2012年
3月19日

2012年
3月21日

○年金事務所より、お客様から送付さ
れた口座振替開始（変更）通知書の様
式が違うとのお問合せがあったとの連
絡があり、確認したところ、口座振替開
始（変更）通知書の様式が誤っているこ
とが判明しました。

○本来、口座振替納付（変更）申出書を
入力処理した場合は、口座振替開始
（変更）通知書を使用し通知書を作成す
べきところ、通知書を交換する際に委託
業者の確認不足により、口座振替辞退
通知書を使用し通知書を作成してしまっ
たことによります。

15名 ― 0

○担当者が委託業者から聞き取りを
行い、事象が判明したお客様にお詫
びの上、説明しました。また、お詫び
の文書を送付しました。
○口座振替開始（変更）通知書にて
正しい通知書を作成し、１５名のお客
様あてに送付しました。

○委託業者に対し、通知書の作成時
における複数名によるチェックと通知
書発送時の差出件数の確認を徹底
するよう要請しました。
○委託業者より、再発防止策として
今後はハガキの圧着前に印刷状態
を確認すること、発送準備が完了し
た時点で作業者とは別の作業者によ
る件数の再確認を行うことを盛り込
んだ顛末書を受理しました。

外
部

78

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

東京 池袋
2011年
6月29日

2012年
3月19日

○お客様より、ねんきん定期便の記録
を確認したところ、付加保険料納付記録
がないとのお申出があり、確認したとこ
ろ、付加保険料納付書の作成誤りが判
明しました。

○お客様から付加保険料を含む前納納
付書の作成依頼があった際、誤って付
加保険料を含まない前納納付書を作成
していました。
○付加保険料納付申出者であることの
確認を失念したことによります。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、付加
保険料を前納額と同額で領収可能と
の回答があり、国民年金課長がお客
様に再度お詫びの上、現金領収し、
了承を得ました。
○納付記録の補正処理を行いまし
た。

○国民年金課において、納付書の作
成時には、被保険者記録照会画面
の印字を行い、複数名で確認するよ
う周知・徹底しました。

外
部

79

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

栃木 栃木
2011年

10月18日
2011年
12月5日

○市役所より、お客様から依頼を受け
た納付書の再発行について、付加保険
料分が含まれているかとのお問合せが
あり、確認したところ、付加保険料納付
書の作成誤りが判明しました。

○市役所より付加保険料を含む納付書
の作成依頼があった際、誤って定額納
付書を作成していました。
○納付書作成の際、付加保険料納付
申出者であることの確認不足及び決裁
においても気付かなかったことによるも
のです。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様に、お詫
びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議したとこ
ろ、付加保険料のお申出のあった最
初の月分の付加保険料が未納であ
るため法令上既に付加非該当者で
あり、今回の該当する月分を現金領
収したとしても後で還付になってしま
う可能性があることを本人に連絡す
るよう回答がありました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上説明し、既に納付済みの付加保険
料は還付し、改めて付加申出書を提
出していただくことで了承を得まし
た。
○還付請求書及び付加保険料申出
書を受理し、納付書を送付しました。

○国民年金課において、納付書再発
行の際は、被保険者記録画面で付
加保険料申出者かどうか必ず確認
することを徹底しました。
○また、決裁の際は関係画面を添付
し、併せて確認することを徹底しまし
た。

外
部

20



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

80

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

山梨 甲府
2011年
3月29日

2011年
12月16日

○お客様より、ねんきん定期便の記録
を確認したところ、平成２３年２月分が
付加保険料納付になっていないとのお
問合せがあり、確認したところ、付加保
険料納付書の作成誤りが判明しまし
た。

○お客様より納付書の作成依頼があっ
た際、担当者が付加保険料納付申出者
であることの確認を怠り、定額保険料の
みの納付書を交付してしまいました。
○決裁時においても作成誤りを発見す
ることができなかったことよります。 1名 ― 0

○担当者がお詫びの上、説明しまし
た。
○機構本部に取扱いを協議し、納付
期限を経過した付加保険料について
領収可能との回答があり、担当者が
お客様に再度お詫びの上、現金領
収し、了承を得ました。
○付加保険料の納付が反映された
納付記録をお客様へ送付しました。

○国民年金課において、納付書発行
の際には、お客様の情報を確認し、
入力後には２名以上の職員で確認
作業を行うよう周知・徹底しました。

外
部

81

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

東京 大田
2012年
7月25日

2012年
7月27日

○担当者が入力処理済みの国民年金
保険料口座振替納付（変更）申出書を
確認したところ、付加保険料納付書の
作成誤りが判明しました。

○お客様から付加保険料を含む前納納
付書の作成依頼があった際、誤って定
額保険料のみの納付書を交付したこと
によります。
○納付書作成時のダブルチェックを漏
らしていたことによるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部より、平成２４年７月分か
ら平成２５年３月分までの前納付加
保険料を現金領収しても差し支えな
いとの回答があり、担当者がお客様
に再度お詫びの上、現金領収し、了
承を得ました。
○納付記録の補正処理を行いまし
た。

○国民年金課において、今回の事象
を職員に説明し、複数名でのチェック
を周知・徹底しました。

内
部

82

委託業者
による国民
年金保険
料免除・納
付猶予申
請書の所
在不明に
ついて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

愛知 豊橋
2011年
12月3日

2011年
12月5日

○委託業者より、国民年金保険料免
除・納付猶予申請書（ハガキ形式）が１
件所在不明であるとの連絡があり、確
認したところ、国民年金保険料免除・納
付猶予申請書（ハガキ形式）の所在不
明が判明しました。

○受付した国民年金保険料免除・納付
猶予申請書（ハガキ形式）をすぐに事務
センターへ送付せず、督励員が私用
バックの中に保管していたことによるも
のです。

1名 ― 0

○委託業者がお客様にお詫びの上
説明し、了承を得ました。
○免除申請書を再度提出いただき、
事務センターへ送付しました。
○全額免除の承認処理及び承認通
知書の送付を確認しました。

○委託業者に督励員に対する事故
防止の徹底を指示しました。
○委託業者より、再発防止に係る顛
末書を受理しました。

外
部

83

国民年金
保険料領
収（納付受
託）済通知
書の所在
不明につ
いて

事
故
等

本部
国民

年金部
2012年
5月23日

2012年
5月28日

○コンビニエンスストア本部より連絡が
あり、店舗において収納した国民年金
保険料領収（納付受託）済通知書が所
在不明になっていることが判明しまし
た。

○国民年金保険料領収（納付受託）済
通知書の入った施錠済のバッグをコン
ビニエンスストアの配送ドライバーが店
舗から回収し、配送中に所在不明に
なったものです。

11名 ― 0

○コンビニエンスストアより１１名の
お客様に対してお詫びと説明の文書
を送付しました。
○お客様の納付データが年金記録
に反映されていることを確認しまし
た。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○コンビニエンスストア本部より全配
送センターに対して今回の事象を通
知し、注意喚起と基本作業ルールを
徹底するよう周知したとの報告があ
りました。 事

件
等

84

納付書・領
収（納付受
託）証書の
偽造につ
いて

事
故
等

本部
国民

年金部
2011年

12月23日
2012年
5月24日

○コンビニエンスストアの従業員である
被保険者から納付書・領収（納付受託）
証書があるにもかかわらず、未納の納
付書が届いたとのお問合せがあり、確
認したところ、申立人による納付書・領
収（納付受託）証書の偽造が判明しまし
た。

○コンビニエンスストアの従業員である
被保険者が保険料をレジに入金せず納
付書・領収（納付受託）証書に検収済印
を押印し保持したものです。

― ― 0

○警察でコンビニエンスストアの従
業員である被保険者に対して取り調
べを行ったところ、保険料をレジに入
金せず納付書・領収（納付受託）証
書に検収済印を押印したことを認め
たとの報告がありました。
○コンビニエンスストアより、不正行
為を行った従業員を解雇処分にした
との報告がありました。

○コンビニエンスストアの社内全体
会議において、収納代行業務での不
適正事案について再発防止の徹底
を行い、社内報に収納代行業務につ
いて掲載し、全店舗従業員に注意喚
起を行ったとの報告がありました。

事
件
等

21



整理番号 件名
事故
等の
区分
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判明
契機

85

死亡一時
金の重複
支払につ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

京都
事務

センター
2010年

11月15日
2011年
1月25日

○担当者が窓口装置により死亡一時金
登録処理票を入力する際に、死亡一時
金を重複支払していることが判明しまし
た。

○お客様より重複して死亡一時金請求
書の提出がありましたが、二回目の請
求書受付時に受付簿での確認を行って
いなかったことによります。
○また、機構発足後、死亡一時金登録
処理について、登録部署が決定するま
での間保留扱いとなっていたため、窓
口装置による支払済の確認ができな
かったことによります。

1名
過払
い

145,000

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、過払い分は、年金事務所より
返納金納付書を送付することで了承
を得ました。
○年金事務所に返納金納付書の発
行を依頼しました。
○お客様より返納金の納付があった
ことを年金事務所に確認しました。

○年金給付グループにおいて、死亡
一時金請求書の受付時における重
複請求であるかの確認の徹底を周
知しました。
○また、支払後、速やかに死亡一時
金登録処理票の入力を完了するよう
指示しました。 内

部

86

遺族厚生
年金の支
給要件に
係る裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

兵庫 姫路
2009年
8月4日

2011年
4月1日

○死亡した配偶者様の厚生年金期間
が新たに判明したため、お客様の遺族
厚生年金受給者原簿を確認したところ、
遺族厚生年金の支給要件を誤って裁定
していることが判明しました。

○配偶者様が提出された額改定請求
書により、遺族厚生年金裁定中に障害
厚生年金が３級から１級に変更となりま
した。
○お客様の遺族厚生年金裁定の際に、
額改定請求書提出の有無について確
認し、額改定請求書の結果を待ってか
ら、短期要件該当と裁定すべきところ、
誤って長期要件で裁定したことによりま
す。

1名
未払
い

1,132,670

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に再裁定関係書類を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払済である
ことを確認し、了承を得ました。

○お客様相談室において、遺族厚生
年金の支給要件について再度周知
し、障害厚生年金受給者が亡くなっ
た場合は、額改定請求書の受付状
況を確認の上、遺族厚生年金裁定
請求書を受付するよう周知しました。

内
部

87

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 横浜南
1997年
7月17日

2011年
3月11日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、老齢年金裁
定時における配偶者状態表示の登録
誤りによる配偶者加給年金の加算漏れ
が判明しました。

○お客様の老齢年金裁定時に、配偶者
様の年金受給状況の確認を漏らしたこ
とにより、配偶者状態表示のコードの入
力を誤ったことによるものです。

1名
未払
い

172,866

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書を進達し、訂
正処理が完了したことを確認しまし
た。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、配偶者状
態の登録の際には、配偶者様の年
金受給記録を確認するよう周知・徹
底しました。

内
部

88

老齢年金
裁定時に
おける離
婚分割に
よる厚生
年金期間
の算入漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2011年
7月9日

2011年
8月22日

○年金事務所より、お客様から離婚分
割を受けた厚生年金期間が年金額に
含まれていないとのお問合せがあった
との連絡があり、確認したところ、老齢
年金裁定時における離婚分割による厚
生年金期間の算入漏れが判明しまし
た。

○本来、離婚分割による厚生年金期間
を含めて老齢年金を裁定すべきところ、
お客様の厚生年金記録が脱退手当金
支給済記録のみのため、誤って厚生年
金期間を支給対象期間としないとして
入力し、裁定したことによります。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても誤りに気付かな
かったものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、訂正処理することで了承を得
ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、初回支払時
期をお伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、入力
審査項目の確認及び窓口装置によ
る年金記録の年金分割有無の確認
について再度周知の上、確認の徹
底を指示しました。

外
部

22



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

89

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

北海道
新

さっぽろ
2004年

10月28日
2011年
8月22日

○配偶者様より老齢年金の請求があ
り、お客様の受給者原簿を確認したとこ
ろ、配偶者様の生年月日の登録誤りに
よる配偶者加給年金の加算漏れが判
明しました。

○お客様の老齢年金裁定時に、戸籍謄
本により確認の上、配偶者様の生年月
日を昭和２１年と登録すべきところ、
誤って昭和２０年で登録したことにより、
本来、加算される時期より前に６５歳到
達したものとして不該当となったことに
よります。
○裁定処理の際の担当者の添付書類
の確認不足及び入力後の決裁におい
ても誤りに気付かなかったものです。

1名
未払
い

361,877

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に再裁定関係書類一式を進達
しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書の添付書類及び記録を慎重に確
認するよう指示しました。
○また、事務センターへ今回の事象
を情報提供し、注意喚起しました。

内
部

90

国民年金
通算老齢
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

広島 呉
2009年
3月12日

2011年
10月26日

○事務センターより、お客様の国民年
金通算老齢年金の裁定内容について
照会があり、確認したところ、受給要件
を満たしていないにもかかわらず、国民
年金通算老齢年金を誤って裁定してい
ることが判明しました。

○お客様の国民年金通算老齢年金裁
定請求書受付時及び審査の際に、本
来、お客様の国民年金第３号被保険者
期間について、配偶者様の共済記録と
の突合を行い受給要件を確認すべきと
ころ、確認を怠ったため受給要件を満た
していないお客様の年金を誤って裁定
したことによります。
○担当者によるお客様の年金記録の確
認が不十分であったこと及びお客様の
配偶者様の年金記録の確認漏れにより
ます。

1名
過払
い

2,216,856

○担当者がお客様とご家族にお詫
びの上説明し、過払い分の返納につ
いて了承を得たため、返納方法申出
書を受理しました。
○事務センターから国民年金通算老
齢年金裁定取消関係書類及び返納
方法申出書が機構本部に進達され
たことを確認しました。

○お客様相談室において、国民年金
第３号被保険者期間を有するお客様
から年金裁定請求書を受付する際
は、お客様の国民年金第３号被保険
者期間について、配偶者様の年金
記録との突合せ確認を徹底するよう
周知しました。

内
部

91

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

長崎 佐世保
2002年
5月30日

2011年
10月20日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、老齢年金の
裁定時における配偶者状態表示の登
録誤りによる配偶者加給年金の加算漏
れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定時に、配偶者
状態表示のコードを配偶者加給年金を
加算すると入力すべきところ、誤って加
算しないと入力し、裁定したことによりま
す。
○決裁においても誤りに気付かなかっ
たことによります。 1名

未払
い

27,825

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、再裁定関
係書類一式を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、支払時期が
確定したことを確認しました。

○お客様相談室において、年金請求
書の受付及び相談時における配偶
者様の年金受給状況の確認の徹底
を周知しました。
○また、事務センターに今回の事象
を情報提供し、注意喚起を行いまし
た。

内
部

92

老齢基礎
年金の繰
下げに係
る裁定誤り
についてり 確

認
・
決
定
誤
り

群馬
事務

センター
2011年
10月6日

2011年
11月30日

○年金事務所より、お客様から老齢基
礎年金の繰下げを希望したが通知の内
容が説明を受けた年金額より多いとの
お問合せがあったとの連絡があり、確
認したところ、お客様から６５歳時に老
齢年金の請求があり、老齢基礎年金に
ついて繰下げのお申出があったにもか
かわらず、誤って裁定していることが判
明しました。

○お客様より繰下げ意思確認書に老齢
基礎年金を繰下げする旨お申出があっ
たにもかかわらず、老齢年金裁定時
に、繰下げ待機表示の入力を漏らし裁
定したことによります。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても誤りに気付かな
かったことによります。 1名

過払
い

118,333

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書等関係書類
一式を進達しました。
○老齢基礎年金の裁定取消処理が
完了したことを確認しました。

○年金給付グループにおいて、老齢
年金裁定請求書に繰下げ意思確認
書が添付されている場合は、裁定請
求書にお客様のお申出内容を朱書
きで表示し、慎重に確認するよう周
知・徹底しました。
○また、再審査時のチェック、処理結
果リストとのチェック及び決裁時の
チェックを確実に行うよう周知しまし
た。

外
部

23



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

93

老齢基礎
年金に係
る国民年
金第３号被
保険者特
例届出期
間の算入
漏れ及び
振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 八王子
1997年
6月5日

2011年
8月10日

○事務センターより、遺族年金を請求さ
れたお客様の老齢年金額に国民年金
第３号特例納付分が反映されていない
との連絡があり、確認したところ、老齢
基礎年金に係る国民年金第３号被保険
者特例届出期間の算入漏れが判明し
ました。
○また、お客様の老齢基礎年金に振替
加算が漏れていることも判明しました。

○お客様より老齢基礎年金裁定請求書
及び第３号被保険者特例届の提出があ
り、本来、老齢基礎年金裁定後に第３
号被保険者特例届による年金額改定を
旧社会保険業務センターに訂正依頼す
べきところ、この訂正依頼が行われてい
ませんでした。
○また、振替加算の加算漏れは、お客
様に老齢基礎年金額加算開始事由該
当届の提出を求めていなかったことに
よります。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても誤りに気付かな
かったことによります。

1名
未払
い

4,647,091

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より年
金額仮計算書及び老齢基礎年金額
加算開始事由該当届を受理しまし
た。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
を適用せず遡及して支払するとの回
答があり、訂正処理依頼書等関係書
類一式を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書等受付時には、お客様及び配偶
者様の年金記録を慎重に確認し、必
要な届書については受付漏れのな
いように周知しました。

内
部

94

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 守口
2006年
2月15日

2011年
12月19日

○お客様が事務センターから送付され
た振替加算の届出勧奨文書を持参され
たため、確認したところ、振替加算の加
算漏れが判明しました。

○お客様の配偶者様から特別支給の
老齢厚生年金裁定請求書受付の際に、
お客様は既に６５歳となっており、配偶
者様が長期特例に該当すること及びご
夫妻の生計維持関係の確認を行ってい
たにもかかわらず、お客様の老齢基礎
年金額加算開始事由該当届の提出を
求めなかったことによります。
○担当者がお客様の振替加算の加算
処理に届書が必要であることを失念し
ていたことによります。

1名
未払
い

809,400

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より老
齢基礎年金額加算開始事由該当届
を受理しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類一式を機構本部
に進達し、訂正処理が完了したこと
を確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時におけるお客様及び
配偶者様の年金記録の確認を慎重
に行い、必要な届書等の受理漏れ
のないよう周知・徹底しました。

外
部

95

障害基礎
年金に係
る子の加
算漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 春日部
1996年
9月30日

2011年
4月20日

○お客様より、障害年金加算改善法に
ついてのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、障害基礎年金に係る子の加算漏れ
が判明しました。

○障害基礎年金裁定請求書に添付さ
れている書類から、加算額対象者の確
認ができたにもかかわらず、裁定請求
書に加算額対象者の記載がなかったた
め、加算しなかったものです。
○担当者の加算額対象者の生計維持
関係に係る確認不足及び決裁において
も気付かなかったものです。

1名
未払
い

6,185,398

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得たため、加算額関係
届書を受理しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類一式を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時における加算額対象者に
係る生計維持関係の確認の徹底を
周知しました。

外
部

96

振替加算
の加算漏
れについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

神奈川 横須賀
2000年
10月頃

2011年
8月25日

○記録突合センターより、お客様の老
齢基礎年金に振替加算が加算されてい
ない旨の連絡があり、確認したところ、
振替加算の加算漏れが判明しました。

○お客様の配偶者様の老齢年金裁定
の際に、ご夫妻の生計維持関係の確認
をしていたため、本来、お客様の老齢基
礎年金の配偶者状態表示のコードの訂
正に係る受給報告書を作成し、旧社会
保険業務センターに進達すべきところ、
この作成を漏らしたことによります。
○担当者及び決裁時の確認が不十分
であったことによるものです。

1名
未払
い

1,971,215

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを確認し、
訂正処理依頼書等関係書類を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○お客様相談室において、相談時に
おけるお客様の年金記録の確認を
慎重に行い、届書等受理漏れ及び
事務センターへの回付漏れのないよ
う周知しました。
○また、事務センターに今回の事象
を情報提供し、注意喚起を行いまし
た。

内
部

24



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

97

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る受給
権発生年
月日の訂
正漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 天王寺
2006年
3月27日

2012年
1月20日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の特
別支給の老齢厚生年金に係る受給権
発生年月日の訂正漏れが判明しまし
た。

○年金受給者のお客様より国民年金第
３号被保険者特例届の提出があり、受
給権発生年月日が訂正となるため、本
来、受給権発生年月日を平成１４年１月
から平成１８年３月に訂正すべきとこ
ろ、確認が不十分であったことにより訂
正を漏らしていました。
○第３号被保険者特例届の受付時の
確認不足、国民年金課から年金給付課
への連絡が不十分であったこと及び第
３号被保険者特例届の決裁においても
誤りに気付かなかったことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。また、受給権発生年
月日訂正による過払いについては、
時効により返納が発生しないことを
説明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを確認し、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室及び国民年金課に
おいて、年金受給者に係る第３号被
保険者特例届の受付時における留
意点を周知・徹底しました。
○また、第３号被保険者特例届の決
裁において、年金受給者の確認を行
い、受給権発生年月日の変更等に
ついても確認するよう徹底しました。 内

部

98

特別支給
の老齢厚
生年金裁
定時にお
ける繰下
げ待機の
裁定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務

センター
2010年
2月25日

2012年
1月10日

○年金事務所より、繰下げ請求手続き
に来所されたお客様の年金が支払保留
になっているとの連絡があり、確認した
ところ、特別支給の老齢厚生年金裁定
時に、繰下げ待機の申出を誤って支払
保留として裁定していることが判明しま
した。

○お客様より６５歳前に特別支給の老
齢厚生年金裁定請求書の提出があり、
本来、特別支給の老齢厚生年金裁定
時に繰下げ待機として裁定すべきとこ
ろ、誤って支払保留として裁定したこと
によります。
○担当者が裁定請求書の審査の際に
誤って記入したこと、入力後の確認及び
決裁においても誤りに気付かなかった
ことによるものです。

1名
未払
い

49,155

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より老
齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求
書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等再裁定関係書類を機
構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○年金給付グループにおいて、審査
担当者による審査内容の再確認及
び決裁担当者による確認・チェックを
確実に行うよう周知・徹底しました。

内
部

99

国民年金
通算老齢
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

千葉
事務

センター
2011年
9月8日

2012年
2月7日

○年金事務所より、機構本部から国民
年金通算老齢年金の受給権発生年月
日について照会があったとの連絡があ
り、確認したところ、お客様の国民年金
通算老齢年金に係る受給権発生年月
日を誤って裁定していることが判明しま
した。

○お客様の国民年金通算老齢年金裁
定請求書審査の際に、本来、通算対象
期間欄に対象となる期間を記載すべき
ところ、誤って他制度満了年月欄に厚
生年金老齢年金の受給権発生年月を
記載したことによります。
○担当者の審査時における受給権発
生年月日の確認が不十分であったこと
によるものです。

1名
未払
い

24,016

○担当者がお客様のご子息にお詫
びの上説明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書等関係書類
を進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様のご子息に再度お詫びの上、支払
時期をお伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、年金
裁定請求書の他制度満了年月欄の
取扱いについて再度確認し、通算対
象期間の確認及び受給権発生日の
確認は、慎重に行うよう周知・徹底し
ました。 内

部

100

老齢基礎・
厚生年金
支給繰下
げ申出書
の受理漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

青森 八戸
2012年
1月13日

2012年
2月10日

○お客様より、老齢基礎年金を繰下げ
請求したが、送付された年金証書が６５
歳時の年金額となっているとのお問合
せがあり、確認したところ、老齢基礎・厚
生年金支給繰下げ申出書の受理漏れ
が判明しました。

○担当者がお客様に老齢基礎年金を
繰下げ請求する旨確認したにもかかわ
らず、老齢基礎・厚生年金支給繰下げ
申出書の提出を求めていなかったこと
によります。
○担当者の老齢年金裁定請求書受付
時の提出書類の確認不足によるもので
す。

1名
過払
い

603,196

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より老
齢基礎・厚生年金支給繰下げ申出
書及び返納方法申出書を受理しまし
た。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に返納方法申出書及び再裁定
関係書類を進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期及
び返納方法等についてお伝えし、了
承を得ました。

○お客様相談室において、お客様対
応時におけるお客様からのお申出内
容、請求内容の確認及びチェック
シートの記載を慎重に行い、請求書
等受理漏れのないよう周知・徹底し
ました。

外
部

25



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

101

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

福岡 八幡
2001年
4月5日

2012年
1月25日

○記録突合センターより、お客様の老
齢基礎年金に振替加算が誤って加算さ
れているとの連絡があり、確認したとこ
ろ、振替加算の加算誤りが判明しまし
た。

○ご夫妻とも厚生年金のみで老齢厚生
年金の受給要件を満たしていないた
め、お客様に振替加算は加算されませ
んが、お客様の老齢年金裁定の際に、
誤って振替加算が加算されると入力し
裁定したことによります。
○お客様の老齢年金裁定時及び決裁
時において、配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによりま
す。

1名
過払
い

836,701

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○機構本部に、返納方法申出書及
び再裁定関係書類一式を進達しまし
た。

○お客様相談室において、相談時に
おけるお客様及び配偶者様の年金
記録と受給者原簿の配偶者様の状
態等受給内容の整合性を確認の
上、対応するように周知しました。
○また、今回の事象を事務センター
に情報提供し、注意喚起を行いまし
た。

内
部

102

国民年金
通算老齢
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀 草津
2008年
7月頃

2012年
2月8日

○機構本部より、国民年金通算老齢年
金の裁定内容について照会があり、確
認したところ、お客様の国民年金通算
老齢年金に係る受給権発生年月日の
裁定誤りが判明しました。

○お客様の国民年金通算老齢年金審
査の際に、本来、他制度満了年月欄を
昭和５８年１１月と記載すべきところ、
誤って遺族厚生年金受給権発生年月で
ある平成６年８月と記載したことにより
ます。
○担当者の審査時における受給権発
生年月日の確認が不十分であったこと
によるものです。

1名
未払
い

301,324

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書等関係書類
を進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、国民年金
通算老齢年金の受給要件について
再度説明し、年金裁定請求書受付
時及び年金見込額回答時における
受給権発生年月日及び他制度満了
の確認・取扱いについて慎重に行う
よう周知しました。 内

部

103

障害基礎
年金に係
る子の加
算漏れに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

千葉
事務

センター
2012年
2月10日

2012年
2月24日

○市役所より、お客様の障害基礎年金
裁定内容について照会があり、確認し
たところ、障害基礎年金に係る子の加
算漏れが判明しました。

○障害基礎年金裁定請求書入力前に
お客様の年金記録に第３号被保険者記
録が追加されたことにより裁定されな
かったため、担当者が再度障害基礎年
金裁定請求書を入力した際に、子の加
算の入力を漏らしたことによります。
○担当者による入力の漏れ及び決裁に
おいても誤りに気付かなかったことによ
ります。

1名
未払
い

2,429,433

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを確認し、再裁
定関係書類を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、支払時期が
確定したため、担当者がお客様に再
度お詫びの上、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、年金
裁定請求書が入力エラーになった場
合の取扱いについて再確認しまし
た。
○また、入力エラーとなった裁定請
求書に付箋等をつけて、決裁時に入
力項目と処理結果を慎重に確認する
よう周知・徹底しました。

外
部

104

老齢基礎
年金裁定
時における
合算対象
期間の裁
定誤り及び
振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 淀川
1995年
5月25日

2012年
1月20日

○お客様より、配偶者様の死亡に伴う
遺族厚生年金裁定請求書受付の際に、
お客様の受給者原簿を確認したところ、
老齢基礎年金裁定時における合算対
象期間の裁定誤り及び振替加算の加
算漏れが判明しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定の際に、
本来、共済組合発行の配偶者様の年
金加入期間確認通知書から合算対象
期間と入力し裁定すべきところ、誤って
共済組合期間として入力し裁定したこと
によります。
○また、配偶者状態表示のコードの入
力を誤ったため、振替加算が加算され
ませんでした。
○担当者が配偶者様の共済組合期間
をお客様のものと誤認したこと及び決裁
においても確認を漏らしたことによりま
す。

1名 その他 4,893,311

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、過払い分については未払い分
で相殺することで了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、配偶者様
の年金加入期間確認通知書及び訂
正処理依頼書等関係書類を機構本
部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様の年金
で調整されていることを確認しまし
た。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における書類の審査
及び確認を確実に行うよう指示しま
した。

内
部

26



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

105

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて 確

認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

南
2000年

12月25日
2012年
2月29日

○記録突合センターより、お客様の遺
族厚生年金と死亡した配偶者様の年金
記録について照会があり、確認したとこ
ろ、遺族厚生年金に係る戦時加算の加
算漏れが判明しました。

○遺族厚生年金裁定の際に、担当者が
お客様の配偶者様の年金記録には戦
時加算の記録があったにもかかわら
ず、誤って戦時加算の登録を漏らしたこ
とによります。
○入力後のチェックにおいても確認が
不十分であったことによるものです。

1名
未払
い

586,334

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様から年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における年金記録の
確認を慎重に行い、戦時加算の確
認漏れのないよう周知・徹底しまし
た。

内
部

106

振替加算
の加算漏
れについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

兵庫 明石
2000年
4月1日

2012年
2月4日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、振替加算の
加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定の際に、
振替加算を支給すると入力し裁定すべ
きところ、誤って振替加算を支給しない
と入力し裁定したことによります。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても気付かなかったことによります。

1名
未払
い

1,301,400

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払済である
ことを確認し、了承を得ました。

○お客様相談室長より、事務セン
ターに今回の事象を情報提供し、老
齢年金裁定処理時における審査及
び確認について、注意喚起を行いま
した。
○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、注意喚起を行い
ました。

内
部

107

厚生年金
通算老齢
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

石川 小松
1986年
5月22日

2012年
2月24日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の厚
生年金通算老齢年金に係る受給権発
生年月日を誤って裁定していることが判
明しました。

○お客様の厚生年金通算老齢年金裁
定請求書審査の際に、本来、通算対象
期間欄に対象となる期間を記載すべき
ところ、誤って他制度満了年月欄を記
載し裁定したことによります。
○担当者の審査時における受給権発
生年月日の確認が不十分であったこと
によるものです。

1名
未払
い

32,991

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、担当者が再
度お客様にお詫びの上、年金が振
込されたことを確認し、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における受給権発生
年月日の取扱いについて再確認し、
お客様の対応時には慎重に確認の
上、説明するように周知・徹底しまし
た。

内
部

108

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 半田
1998年

12月22日
2011年
2月6日

○記録突合センターより、お客様の老
齢基礎年金に振替加算が加算されてい
ないのではないかとの連絡があり、確
認したところ、振替加算の加算漏れが
判明しました。

○お客様の配偶者様から老齢年金裁
定請求書の提出があった際に、ご夫妻
の生計時関係を確認していたにもかか
わらず、お客様の老齢基礎年金額加算
開始事由該当届の提出を求めていな
かったことによります。
○受付時におけるお客様の年金受給
状況及び配偶者様の年金記録の確認
が不十分であったことによります。

1名
未払
い

2,828,089

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
を適用せず遡及して支払するとの回
答があり、お客様から提出の老齢基
礎年金額加算開始事由該当届及び
訂正処理依頼書等関係書類を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書等受付時には、お客様及び配偶
者様の年金記録及び年金受給状況
を慎重に確認し、必要な届書につい
ては受付漏れのないように周知・徹
底しました。

内
部

27



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

109

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
事務

センター
2011年
3月24日

2012年
3月8日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、遺族厚生年
金に係る戦時加算の加算漏れが判明し
ました。

○遺族厚生年金裁定請求書の審査の
際に、戦時加算の有無の確認を漏ら
し、裁定したことによります。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても見落していたものです。

1名
未払
い

15,317

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様から年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○年金給付グループにおいて、戦時
加算の取扱いについて研修を行い、
遺族厚生年金裁定請求書に係る審
査及び決裁を慎重に行うよう周知し
ました。

内
部

110

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

香川 高松東
1997年
3月6日

2012年
2月28日

○担当者が紙台帳とコンピューター記
録の突合せによる年金記録確認の際
に、お客様の遺族厚生年金に戦時加算
の加算が漏れていることが判明しまし
た。

○遺族厚生年金裁定の際に、担当者が
お客様の配偶者様の年金記録には戦
時加算の記録があったにもかかわら
ず、誤って戦時加算の登録を漏らしたこ
とによります。
○入力後のチェックにおいても確認が
不十分であったことによるものです。

1名
未払
い

186,198

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様から年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における年金記録の
確認を慎重に行い、戦時加算の確
認漏れのないよう周知・徹底しまし
た。

内
部

111

特別支給
の老齢厚
生年金の
受給権発
生年月日
に係る裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

奈良
大和
高田

2006年
1月23日

2012年
4月2日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の特
別支給の老齢厚生年金の受給権発生
年月日を誤って裁定していることが判明
しました。

○旧三共済が平成９年４月１日に厚生
年金に統合されたことにより、お客様の
厚生年金期間が１年未満であっても旧
三共済組合期間と合わせて１年以上で
あれば、６０歳で特別支給の老齢厚生
年金の受給権が発生するところ、誤って
６５歳で老齢厚生年金の受給権が発生
するとして裁定したことによります。
○担当者の旧三共済の加入期間の取
扱いについての知識不足によります。

1名
未払
い

62,500

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、お客様相談室
長がお客様に再度お詫びの上、支
払時期をお伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、旧三共済
組合期間を有する方の受給権発生
年月日の取扱いについて再度周知
し、注意喚起を行いました。
○また、事務センターに裁定請求書
回付の際、チェックシートに旧三共済
組合期間がある旨記載することとし
ました。

内
部

112

老齢厚生
年金栽定
時における
ＮＴＴ共済
組合期間
の算入誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務

センター
2007年
4月26日

2012年
2月23日

○６５歳になられたお客様より、共済年
金から送付された減額の通知内容につ
いてお問合せがあり、確認したところ、Ａ
共済組合に移管されたＮＴＴ共済組合
期間を誤って厚生年金期間として算入
し老齢厚生年金を裁定していることが
判明しました。

○お客様の老齢厚生年金を裁定する
際に、Ａ共済組合に移管されたＮＴＴ共
済組合期間について、本来、共済組合
期間として入力すべきところ、誤って厚
生年金期間として入力し裁定したことに
よります。
○年金請求時に移管漏れに気付かず、
裁定時においても確認不足により、記
録整備をしないまま裁定したことにより
ます。また、決裁においても誤りに気付
かなかったことによります。

1名
過払
い

39,811

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。また、過払い
分については、今後支払われる年金
で調整することで了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に再裁定関係書類一式を進達
しました。
○訂正処理が完了し、お客様の年金
から過払い分が調整されていること
を確認しました。

○年金給付グループにおいて、共済
組合期間の取扱いについて再度説
明し、年金裁定請求書の審査時に共
済組合期間を有するお客様の年金
記録の確認の徹底を周知しました。
○年金事務所に今回の事象を情報
提供し、年金請求時におけるお客様
の共済組合期間の確認の徹底を依
頼しました。

外
部

28



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

113

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

長野
事務

センター
2010年
12月7日

2012年
4月12日

○お客様より、老齢基礎年金額加算開
始事由該当届の提出があり、確認した
ところ、振替加算の加算誤りが判明しま
した。

○お客様の老齢基礎年金を裁定する
際に、配偶者様が退職共済年金の定額
支給開始前のため、本来、振替加算を
加算しないと入力し裁定すべきところ、
誤って振替加算を加算するとして入力し
裁定したことによります。
○老齢年金裁定時における配偶者状
態表示のコードについての認識・確認
不足及び決裁においても気付かなかっ
たことによります。

1名
過払
い

140,001

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○年金給付グループにおいて、老齢
年金裁定時における配偶者状態表
示のコードの取扱いを再度説明し、
審査及び入力後の確認を慎重に行
うよう周知・徹底しました。

外
部

114

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 城東
1992年
1月16日

2012年
3月16日

○担当者が年金記録照会申出書の記
録確認の際に、お客様の遺族厚生年金
に戦時加算の加算が漏れていることが
判明しました。

○遺族厚生年金裁定請求書の審査の
際に、戦時加算の有無の確認を漏ら
し、裁定したことによります。

1名
未払
い

782,033

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様から年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、戦時加算
の取扱いについて再度説明し、年金
請求時等に年金記録の確認漏れの
ないよう周知・徹底しました。

内
部

115

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 松山西
1991年
4月11日

2012年
4月26日

○事務センターより、遺族厚生年金裁
定請求書を回付したお客様の老齢基礎
年金の振替加算が誤りではないかとの
連絡があり、確認したところ、振替加算
の加算誤りが判明しました。

○配偶者様は旧法による共済組合の
退職年金受給者のため、本来、お客様
に振替加算は加算されませんが、誤っ
て振替加算を加算すると入力し裁定し
たことによります。
○お客様の老齢基礎年金の裁定時及
び決裁時において、配偶者様が旧法に
よる共済組合の退職年金受給者である
ことの確認が不十分であったことにより
ます。

1名
過払
い

1,016,700

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを確認し、
返納方法申出書及び訂正処理依頼
書等関係書類を機構本部に進達し
ました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室において、加給年金
と振替加算の取扱いについて説明
し、相談時に受給者原簿により加給
年金の開始及び振替加算の開始等
正しい処理が行われているか確認す
るよう周知しました。

内
部

116

障害基礎
年金に係
る子の加
算漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

福井 武生
2005年
5月12日

2012年
5月9日

○事務センターより、障害給付加算額
開始事由該当届の返戻があり、確認し
たところ、障害基礎年金に係る子の加
算漏れが判明しました。

○障害基礎年金裁定請求書に添付さ
れている書類から、加算額対象者の確
認ができたにもかかわらず、裁定請求
書の加算額対象者の記載がなかったた
め、加算しなかったものです。
○担当者の加算額対象者の生計維持
関係に係る確認不足及び決裁において
も気付かなかったものです。 1名

未払
い

1,594,716

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得たため、生計維持関
係申立書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、支払時期が
確定したため、担当者がお客様に再
度お詫びの上、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時における加算額対象者に
係る生計維持関係の確認の徹底を
周知しました。

内
部

29



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

117

遺族厚生
年金の支
給要件に
係る裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

福島
事務

センター
2012年
4月12日

2012年
5月25日

○お客様より、遺族厚生年金の年金額
についてお問合せがあり、確認したとこ
ろ、遺族厚生年金の支給要件に係る裁
定誤りが判明しました。

○お客様の遺族厚生年金裁定の際に、
本来、短期要件該当と裁定すべきとこ
ろ、誤って長期要件で裁定したことによ
ります。
○担当者の審査時における確認が不
十分であったこと及び決裁においても
誤りに気付かなかったことによるもので
す。 1名

未払
い

13,750

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に再裁定関係書類を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、遺族
厚生年金の支給要件が短期要件と
長期要件の両方に該当する場合
は、審査及び決裁を慎重に行うよう
周知・徹底しました。

外
部

118

老齢基礎
年金に係
る国民年
金保険料
納付記録
の算入漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪
事務

センター
2003年
9月29日

2012年
5月22日

○お客様より提出された遺族厚生年金
裁定請求書の審査の際に、お客様の老
齢基礎年金に国民年金保険料納付記
録の算入漏れが判明しました。

○お客様は６５歳まで国民年金に任意
加入をし、口座振替により保険料納付
をされておりましたが、６５歳直前の１ヵ
月分が年金額に反映されていませんで
した。
○６５歳裁定請求書（ハガキ）処理時に
おいて、本来、納付いただいた月数をす
べて反映の上、年金裁定をすべきとこ
ろ、口座振替情報が収録される前に裁
定を行ったことによります。

1名
未払
い

15,664

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、今回
の事象を職員に説明し、注意喚起を
行いました。

内
部

119

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 北見
1987年
12月3日

2012年
5月25日

○記録突合センターより、お客様の振
替加算について加算されるのではない
かとの連絡があり、確認したところ、振
替加算の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定の際に、
配偶者状態表示のコードを振替加算を
加算すると入力し裁定すべきところ、
誤って加算しないと入力し裁定したこと
によります。
○配偶者様の年金受給状況の確認が
不十分であったこと及び決裁において
も気付かなかったことによります。

1名
未払
い

4,270,181

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、再裁
定関係書類を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、年金が支払さ
れたことを確認し、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書等受付時には、お客様及び配偶
者様の年金記録及び年金受給状況
を慎重に確認し、振替加算の加算要
件、加算開始時期、届出方法につい
て確認の徹底を周知しました。

内
部

120

遺族厚生
年金に係
る併給調
整誤りにつ
いて 確

認
・
決
定
誤
り

千葉
事務

センター
2012年
4月26日

2012年
5月29日

○機構本部より、年金受給選択申出書
の返戻があり、確認したところ、遺族厚
生年金の裁定時に他年金受給状況の
登録漏れにより遺族厚生年金の併給調
整誤りが判明しました。

○お客様の遺族厚生年金裁定の際に、
本来、お客様が受給する退職共済年金
の年金コードを登録すべきところ、誤っ
て登録を漏らしたことによります。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても誤りに気付かなかったことによるも
のです。

1名
未払
い

285,131

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に再裁定関係書類を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、遺族
厚生年金の併給調整について再度
説明し、お客様の共済年金の請求状
況及び受給状況について慎重に確
認を行うよう周知・徹底しました。

内
部

30



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

121

遺族厚生
年金の支
給要件に
係る裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 八王子
2001年
4月10日

2012年
1月16日

○担当者による再裁定処理状況の確
認の際に、お客様の遺族厚生年金につ
いて確認したところ、遺族厚生年金の支
給要件に係る裁定誤りが判明しました。

○お客様の遺族厚生年金裁定の際に、
本来、長期要件該当と裁定すべきとこ
ろ、誤って短期要件で裁定したことによ
ります。
○担当者の審査時における確認が不
十分であったこと及び決裁においても
誤りに気付かなかったことによるもので
す。

1名
未払
い

1,772,483

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、機構本部
に再裁定関係書類を進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、遺族厚生
年金の支給要件について再度周知
し、遺族厚生年金の支給要件が短
期要件と長期要件の両方に該当す
る場合は、お客様に十分説明し確認
の上、裁定請求書を受理するよう周
知しました。 内

部

122

遺族厚生
年金の支
給要件に
係る裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務

センター
1987年

10月22日
2012年
6月5日

○担当者が老齢年金裁定請求書審査
の際に、遺族厚生年金の裁定内容を確
認したところ、遺族厚生年金を誤って裁
定していることが判明しました。

○お客様の遺族基礎・遺族厚生年金裁
定の際に、本来、共済組合に遺族共済
年金を短期要件で決定していることを
確認し、遺族基礎年金のみを裁定すべ
きところ、誤って遺族厚生年金を長期要
件で裁定したことによります。
○遺族年金裁定時に、遺族共済年金の
支給要件の確認を怠ったことによるも
のです。

1名
過払
い

97,633

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得たため、返納方法申
出書及び年金額仮計算書を受理し
ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、返納
方法申出書及び再裁定関係書類一
式を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○年金給付グループにおいて、遺族
厚生年金の支給要件について再度
説明し、遺族厚生年金裁定請求書
の審査時における遺族共済年金受
給の有無の確認及び決裁を慎重に
行うよう周知・徹底しました。

内
部

123

遺族厚生
年金の支
給要件に
係る裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

長崎
事務

センター
2012年
5月31日

2012年
6月11日

○お客様が相談された社会保険労務
士より、遺族厚生年金の裁定内容につ
いてのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、遺族厚生年金の支給要件に係る裁
定誤りが判明しました。

○お客様の遺族厚生年金裁定の際に、
配偶者様は在職中死亡であったため、
長期要件・短期要件の両方に該当しま
したが、お客様より短期要件での裁定
を確認していたにもかかわらず、誤って
長期要件として裁定したことによりま
す。
○担当者の審査時における確認が不
十分であったこと及び決裁においても
誤りに気付かなかったことによるもので
す。

1名
未払
い

62,741

○担当者がお客様及び社会保険労
務士にお詫びの上説明し、了承を得
ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、遺族
厚生年金の支給要件について再度
説明し、遺族厚生年金の支給要件
が短期要件と長期要件の両方に該
当する場合は、裁定請求書の記載
内容を慎重に確認審査するよう周
知・徹底しました。

外
部

124

老齢基礎・
厚生年金
の繰下げ
待機者に
係る裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京
事務

センター
2012年
2月23日

2012年
7月9日

○年金事務所より、お客様から老齢基
礎年金と老齢厚生年金を繰下げ待機と
して年金請求手続きをしたが、振込み
がされているとのお問合せがあったと
の連絡があり、確認したところ、誤って
老齢基礎・厚生年金を裁定していること
が判明しました。

○お客様より６５歳以降の老齢年金に
ついては、繰下げ待機のお申出があっ
たにもかかわらず、繰下げなしとして裁
定したことによります。
○一次審査及び二次審査担当者ともに
請求書、添付書類、記載内容の確認が
不十分であったこと及び決裁において
も誤りに気付かなかったことによりま
す。

1名
過払
い

425,715

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、返納
方法申出書及び訂正処理依頼書等
関係書類を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、繰下げ待機で
あること及び返納納付書が後日送付
されることをお伝えし、了承を得まし
た。

○年金給付グループにおいて、裁定
請求書の審査後改めて重点項目の
再確認を行うこととしました。
○また、繰上げ・繰下げ請求につい
て裁定請求書に記載し、付箋紙によ
り明確に表示を行い、審査終了時に
再確認することとしました。

外
部

31



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

125

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

本部 支払部
1995年

12月20日
2012年
8月3日

○他のグループより、再裁定後の配偶
者加給年金が加算されていないことに
ついて照会があり、確認したところ、再
裁定時における配偶者加給年金の加
算漏れが判明しました。

○厚生年金記録を追加後にご夫妻の
再裁定を行った際、担当者が死亡され
た配偶者様の年金に係る加給年金額
対象者追加及びお客様の加給年金額
支給開始の入力処理を漏らしたことに
よるものです。 2名

未払
い

3,361,040

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○未支給年金の支払処理を行いま
した。

○再裁定第２グループにおいて、今
回の事象を職員に説明し、再裁定を
行う際、加給年金額対象者追加及び
加給年金額支給開始の確認を徹底
するよう周知しました。 内

部

126

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

岐阜
美濃
加茂

1995年
7月24日

2012年
2月9日

○お客様より、お母様死亡による年金
受給権者死亡届の提出があり、確認し
たところ、お母様の老齢基礎年金に振
替加算の加算漏れが判明しました。

○お母様の老齢基礎年金裁定の際に、
振替加算を加算すると入力し裁定すべ
きところ、誤って加算しないと入力し裁
定したことによります。
○また、決裁においても誤りに気付か
なかったことによるものです。

1名
未払
い

3,369,345

○副所長がお客様にお詫びの上、
説明しました。お客様から日本年金
機構の見解、経過及び振替加算額
算出資料の送付を求められたため、
お客様にこれらの文書等をお渡しし
ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、再裁
定関係書類一式を機構本部に進達
し、訂正処理が完了したことを確認し
ました。
○副所長がお客様に再度お詫びの
上、支払時期、振込通知書等説明し
たところ、審査請求書の送付依頼が
あり送付しました。
○お客様より審査請求書の提出が
あり、地方厚生局に回付しました。

○お客様相談室において、老齢年金
裁定請求書の受付時における配偶
者様の年金受給状況の確認の徹底
を周知しました。

内
部

127

特別支給
の老齢厚
生年金の
受給権発
生年月日
に係る裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

青森 弘前
1996年
3月7日

2011年
9月1日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の特
別支給の老齢厚生年金に係る受給権
発生年月日を誤って裁定していることが
判明しました。

○お客様は未納となっていた国民年金
保険料を納付されましたが、本来、納付
された国民年金保険料の納付対象月
の翌月１日を受給権発生年月日として
裁定すべきところ、誤って保険料納付年
月日を受給権発生年月日として裁定し
たことによります。
○担当者の受給権発生年月日につい
ての認識誤りによります。

1名
未払
い

85,998

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時及び年金見込額試算
時における受給権発生年月日の取
扱いについて再確認し、お客様の対
応時には慎重に確認の上、説明する
ように周知・徹底しました。 内

部

128

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

宮崎 宮崎
2001年

11月27日
2011年
9月26日

○配偶者様の国民年金記録が新たに
判明し再裁定を受付した際に、年金記
録を確認したところ、お客様の老齢基礎
年金に振替加算の加算漏れが判明しま
した。

○配偶者様の老齢厚生年金裁定請求
書受付の際に、お客様は既に６５歳以
上であったため、老齢基礎年金額加算
開始事由該当届の提出を求めるべきと
ころ、担当者が漏らしたことによります。

1名
未払
い

842,833

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。お客様より老齢基礎
年金額加算開始事由該当届を受理
しました。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
を適用せず振替加算を支払するとの
回答があり、機構本部に再裁定関係
書類を進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時におけるお客様及び
配偶者様の年金記録、受給者原簿
を慎重に確認の上、必要な届書等の
受理漏れのないよう周知・徹底しまし
た。

内
部

32



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

129

特別支給
の老齢厚
生年金の
受給権発
生年月日
に係る裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

栃木
事務

センター
2008年
7月22日

2011年
8月11日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の特
別支給の老齢厚生年金に係る受給権
発生年月日を誤って裁定していることが
判明しました。

○旧三共済が平成９年４月１日に厚生
年金に統合されたことにより、お客様の
厚生年金期間が１年未満であっても旧
三共済組合期間と合わせて１年以上で
あれば、６０歳で特別支給の老齢厚生
年金の受給権が発生するところ、誤って
６５歳で老齢厚生年金の受給権が発生
するとして裁定したことによります。
○担当者の旧三共済の加入期間の取
扱いについての知識不足により審査時
に誤りがあったことによります。

1名
未払
い

95,544

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを確認し、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者が再
度お客様にお詫びの上、支払時期を
お伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、旧三
共済組合期間を有する方の受給権
発生年月日の取扱いについて再度
周知し、１２ヵ月未満の厚生年金期
間と旧三共済組合期間を有するお客
様の老齢年金裁定請求書の審査を
慎重に行うよう周知・徹底しました。

内
部

130

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

鳥取 米子
1992年
2月6日

2012年
6月27日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、振替加算の
加算誤りが判明しました。

○配偶者様は旧法による共済組合の
退職年金受給者のため、本来、お客様
に振替加算は加算されませんが、誤っ
て振替加算を加算すると入力し裁定し
たことによります。
○お客様の老齢基礎年金の裁定時及
び決裁時において、配偶者様が旧法に
よる共済組合の退職年金受給者である
ことの確認が不十分であったことにより
ます。

1名
過払
い

1,138,347

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○機構本部に返納方法申出書及び
訂正処理依頼書等関係書類を進達
しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室において、加給年金
と振替加算の取扱いについて説明
し、相談時に受給者原簿により加給
年金の開始及び振替加算の開始等
正しい処理が行われているか確認す
るよう周知しました。

内
部

131

老齢厚生
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

新潟 六日町
2000年

10月29日
2012年
6月7日

○事務センターより、再裁定関係書類
の返戻があり、確認したところ、お客様
の老齢厚生年金に係る受給権発生年
月日を誤って裁定していることが判明し
ました。

○旧三共済が平成９年４月１日に厚生
年金に統合されたことにより、お客様の
厚生年金期間が１年未満であっても旧
三共済組合期間と合わせて１年以上で
あれば、６０歳で特別支給の老齢厚生
年金の受給権が発生するところ、誤って
６５歳で老齢厚生年金の受給権が発生
するとして裁定したことによります。
○担当者の旧三共済の加入期間の取
扱いについての知識不足により審査時
に誤りがあったことによります。

１名
未払
い

146,321

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書等関係書類
を進達しました。
○訂正処理が完了し、支払時期が
確定したことを確認しました。

○お客様相談室において、旧三共済
組合期間を有する方の受給権発生
年月日の取扱いについて再度周知
し、１２ヵ月未満の厚生年金期間と旧
三共済組合期間を有するお客様の
老齢年金裁定請求書受付時の対応
を慎重に行うよう周知・徹底しまし
た。

内
部

132

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

山形 鶴岡
1993年
7月8日

2012年
1月17日

○お客様より、配偶者様の死亡に伴う
手続きの際に、お客様の受給者原簿を
確認したところ、振替加算の加算誤りが
判明しました。

○配偶者様は旧法による厚生年金の
老齢年金受給者のため、本来、お客様
に振替加算は加算されませんが、誤っ
て振替加算を加算すると入力し裁定し
たことによります。
○お客様の老齢基礎年金の裁定時及
び決裁時において、配偶者様が旧法に
よる厚生年金の老齢年金受給者である
ことの確認が不十分であったことにより
ます。

1名
過払
い

1,150,114

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より年
金額仮計算書及び返納方法申出書
を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様の年金
で調整されていることを確認しまし
た。

○お客様相談室において、加給年金
と振替加算の取扱いについて説明
し、相談時に受給者原簿により加給
年金の開始及び振替加算の開始等
正しい処理が行われているか確認す
るよう周知しました。

内
部

33



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

133

特別支給
の老齢厚
生年金の
受給権発
生年月日
に係る裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

岩手 宮古
2004年

11月11日
2012年
2月16日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の特
別支給の老齢厚生年金に係る受給権
発生年月日を誤って裁定していることが
判明しました。

○お客様は受給要件を満たすため国民
年金に任意加入をされ、最後の国民年
金保険料を納付されたため老齢年金裁
定請求書を提出されましたが、審査の
際に、本来、納付された国民年金保険
料の納付対象月の翌月１日を受給権発
生年月日として裁定すべきところ、誤っ
て保険料納付年月日の翌日を受給権
発生年月日として裁定したことによりま
す。
○担当者の受給権発生年月日につい
ての認識誤り及び決裁においても誤り
に気付かなかったことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
受給権発生年月日が訂正になること
及び受給権発生年月日訂正による
過払いについては、時効により返納
が発生しないことを説明したところ、
文書送付の依頼があり、経過を記載
した文書を送付することで、了承を得
ました。
○お客様あてに文書を送付しまし
た。
○機構本部に訂正処理依頼書等関
係書類を進達しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時及び年金見込額試算
時における受給権発生年月日の取
扱いについて再確認し、お客様の対
応時には慎重に確認の上、説明する
よう周知・徹底しました。

内
部

134

別人記録
の統合誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 港北
2008年
3月13日

2011年
1月25日

○事務センターより、お客様のねんきん
定期便の返戻があり、勤務した覚えの
ない事業所があるとの記載がされてい
たため、確認したところ、お客様の年金
記録の中に別人記録の統合誤りが判
明しました。
○また、別人の厚生年金記録と重複し
た国民年金保険料の誤還付及び老齢
年金の過払いが発生してしまいました。

○お客様の厚生年金記録が新たに判
明した際に、別人の記録を含む厚生年
金手帳記号番号をお客様の基礎年金
番号に誤って統合したことによります。
○記録統合する際に、本来、新たに判
明した記録について、お客様の記録で
あるかどうかを詳細に確認すべきとこ
ろ、確認が不十分であったことによりま
す。

2名 その他 1,433,992

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、了承を得ました。お
客様より返納方法申出書を受理しま
した。
○お客様の年金記録を訂正し、機構
本部に返納方法申出書及び再裁定
関係書類を進達しました。また、誤還
付した国民年金保険料の返納金が
納付されたことを確認しました。
○訂正処理が完了し、お客様に再裁
定後の年金が支払されていることを
確認しました。
○また、誤って統合した本来の持ち
主の方には、正しい記録で年金が支
払されていることを確認しました。

○お客様相談室において、相談の際
に新たに年金記録が判明した場合
は、その年金手帳記号番号に係るす
べての記録について、お客様に確認
するよう周知・徹底しました。

外
部

135

障害状態
確認届に
係る額改
定報告書
の進達漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 青梅
2006年
6月

2011年
6月14日

○担当者が障害状態確認届の処理に
あたり前回認定時の診断書を確認した
ところ、障害等級が１級から２級に、認
定期間が５年から２年に変更されてい
たにもかかわらず、額改定報告書の進
達が漏れていたことが判明しました。

○本来であれば、旧社会保険業務セン
ターから返戻された額改定報告書を整
備の上、再度旧社会保険業務センター
に進達すべきところ、担当者が失念して
いたことによります。

1名
過払
い

956,733

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より診
断書及び返納方法申出書を受理し
ました。
○診断書の認定結果を受けて、機構
本部に、額改定報告書、診断書等関
係書類を進達しました。

○お客様相談室において、返戻され
た届書等については返戻簿に記載
の上、進捗管理の徹底を図ることと
しました。

内
部

136

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 未

処
理
・
処
理
遅
延

石川
事務

センター
2009年
11月5日

2011年
11月8日

○年金事務所よりお客様の特別支給の
老齢厚生年金の裁定内容について照
会があり、裁定請求書を確認したとこ
ろ、特別支給の老齢厚生年金裁定時に
おける配偶者加給年金の加算漏れが
判明しました。

○お客様の老齢年金裁定請求書受付
の際に、定額部分の支給開始年齢を過
ぎていたことから、生計維持申立書も同
時に受付していましたが、裁定後に生
計維持申立書を機構本部に進達すべき
ところ、処理不要としたことによります。
○担当者の老齢年金裁定時の確認不
足によるものです。

1名
未払
い

1,254,540

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、機構本部
に関係書類を進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○年金給付グループにおいて、
チェックシートを用いて相互チェック
を行い、受付から証書配信後の点検
時の確認まで２名以上で行うことを
再度徹底しました。
○また、裁定請求書の編綴前に進
達漏れを防止するため、内容確認を
行うこととしました。

内
部

34



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

137

障害状態
及び生計
維持確認
届の進達
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知
事務

センター
2011年

10月27日
2011年

11月25日

○担当者が機構本部へ進達する届書
の確認をしていたところ、障害状態及び
生計維持確認届の進達漏れが判明し
ました。
○また、障害給付額改定請求書の受理
漏れが判明しました。

○お客様より老齢年金裁定請求書、障
害者特例請求書、障害状態及び生計
維持確認届、診断書の提出があり、老
齢年金裁定請求書審査の際に、本来、
障害状態及び生計維持確認届につい
て至急機構本部に進達すべきところ、
確認不足により進達を漏らしていまし
た。
○また、診断書についてお客様に提出
理由を確認の上、障害給付額改定請求
書の提出を求めていなかったことにより
ます。

1名
未払
い

292,866

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より障
害給付額改定請求書を受理しまし
た。
○機構本部に障害状態及び生計維
持確認届と障害給付額改定請求書
を進達しました。
○障害等級が１級に改定され、お客
様に年金が支払されたことを確認し
ました。

○年金給付グループにおいて、裁定
請求書等に障害状態及び生計維持
確認届が添付されている場合は、機
構本部に進達漏れのないよう周知・
徹底しました。

内
部

138

障害厚生
年金に係
る納付要
件の説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

埼玉 越谷
2012年
3月12日

2012年
4月24日

○お客様より、障害厚生年金裁定請求
書の提出があり、確認したところ、障害
厚生年金に係る納付要件の確認漏れ
による説明誤りが判明しました。

○お客様より障害厚生年金裁定請求書
の提出があり、受給要件を確認したとこ
ろ、初診日前の国民年金の保険料納付
済期間と保険料の免除期間について、
障害年金を受給するのに必要な納付要
件を満たしていませんでした。
○お客様より障害年金請求についての
相談の際に、初診日を特定し、納付要
件を確認すべきところ、お客様のお申出
により厚生年金加入中に初診日がある
と判断し、納付要件の確認を漏らしたこ
とによります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、受給できないことに
ついては了承を得ました。
○お客様より制度に対する不満によ
り審査請求したいとのお申出があり
ました。
○障害厚生年金裁定請求書を受理
し、機構本部に進達し、不支給決定
となったことを確認しました。

〇お客様相談室において、障害年金
の納付要件について再度周知し、障
害年金受理時における納付要件に
ついては、ダブルチェックによる確認
を行うよう周知・徹底しました。

外
部

139

老齢基礎
年金に係
る年金見
込額の説
明誤りにつ
いて 説

明
誤
り

神奈川 厚木
2012年
2月27日

2012年
7月9日

○お客様より、通知された老齢基礎年
金の年金額が請求時に説明を受けた
年金額と相違しているとのお問合せが
あり、確認したところ、請求時に年金見
込額を誤って説明していることが判明し
ました。

○お客様は旧法による共済組合の退職
年金を受給されているため、本来、年金
見込額試算時に共済組合期間を合算
対象期間として入力するべきところ、
誤って共済組合期間として入力したこと
によります。
○担当者がお客様の受給している年金
についての確認が不十分であったこと
及び新法対象者として誤認したことによ
ります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、正しい年金見込額をお示しし、
了承を得ました。

○お客様相談室において、共済年金
の旧法・新法対象者の取扱いを再確
認し、年金見込額の試算について
は、お客様の年金記録、受給してい
る年金を慎重に確認の上行うよう周
知しました。 外

部

140

老齢厚生
年金の繰
下げ請求
に係る説
明誤りにつ
いて 説

明
誤
り

愛知 中村
2012年
6月26日

2012年
7月25日

○お客様より、繰下げ請求について機
構本部からの通知内容と年金事務所で
説明を受けた内容が相違しているとの
お問合せがあり、確認したところ、老齢
厚生年金の繰下げ請求について誤って
説明していることが判明しました。

○お客様より老齢厚生年金の繰下げ請
求について相談があった際に、老齢厚
生年金について繰下げ待機となってい
たにもかかわらず、受給者原簿が全額
支給停止となっていたため、在職による
全額支給停止中であると誤認し、誤って
給料が下がらないと年金受給できない
と説明していました。
○担当者によるお客様の受給者原簿の
確認不足によります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
繰下げ請求手続きについては、７０
歳到達後同月中に手続きしていただ
くように説明し、了承を得ました。
○また、７０歳以降在職される場合
は、老齢厚生年金について在職支
給停止の可能性があることも説明し
ました。

○お客様相談室において、お客様か
ら請求書等の手続きについて相談が
あった場合は、お客様の年金記録、
年金受給状況を慎重に確認の上、
思い込みによる説明をしないよう周
知・徹底しました。

外
部

35



整理番号 件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

141

振替加算
に係る説
明誤りにつ
いて

説
明
誤
り

滋賀 草津
2011年

12月16日
2012年
1月11日

○お客様より、老齢基礎年金額加算開
始事由該当届の届出があり、確認した
ところ、振替加算に係る説明誤りにより
誤って老齢基礎年金額加算開始事由
該当届の提出を求めていることが判明
しました。

○お客様の配偶者様から相談があった
際に、お客様は３５歳以降１８０月を超
えており、厚生年金の中高齢の特例に
該当していたため、本来、振替加算が
加算される対象者でないため、振替加
算は加算されないと説明すべきところ、
誤って厚生年金期間が２４０月に満たな
いため２４０月到達前に退職すれば振
替加算が加算されると説明したことによ
ります。
○担当者の相談時における年金記録
の確認が不十分であったことによりま
す。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上、退職までは振替加算が加
算されることを説明しましたが、退職
後振替加算が加算されないことは納
得ができないとのお申出がありまし
た。お客様より老齢基礎年金額加算
開始事由該当届を受理しました。
○所長がお客様に再度お詫びの上
説明しましたが、納得できないとのお
申出がありました。
○お客様あてにお詫びの文書を送
付しました。その後お客様からお問
合せはありませんが、お問合せが
あった場合、引き続き対応することと
しました。

○お客様相談室において、加給年金
及び振替加算の相談時には、お客
様の年金記録及び年金受給状況の
確認を慎重に行い対応するよう周知
しました。

外
部

142

住所・支払
機関変更
届に係る
振込時期
の説明誤
りについて

説
明
誤
り

新潟 新発田
2011年
3月1日

2011年
4月15日

○お客様より、年金の受取金融機関を
海外から日本に変更する届を提出した
が、指定口座に年金の振込がされてい
ないとのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、住所・支払機関変更届に係る振込
時期の説明誤りが判明しました。

○お客様より住所・支払機関変更届を
受理した際に、海外から転入された方
は機構本部に進達し処理するため、処
理に係る所要日数を確認の上、変更後
の指定口座に振り込みされる時期を説
明すべきところ、事務センターで処理す
るものとの認識誤りにより、振込時期を
誤って説明したことによります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上、機構本部の関係部署に送
金停止できないことを確認した旨説
明しましたが、了承を得られません
でした。
○所長がお客様に再度お詫びの
上、海外に送金済の年金を日本で受
け取れるように変更する方法がない
ことを説明しましたが、了承を得られ
ませんでした。
○市役所よりお客様の年金振込に
ついて相談があったとの照会があ
り、事象の経過及び事務所として事
後対応を試みたが対応策がないこと
を確認した旨説明し、お客様にその
旨お伝えしていただくよう依頼しまし
た。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
引き続き対応することとしました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に周知し、海外から転入さ
れたお客様の国内口座への年金振
込に係る届出があった場合は、処理
に係る所要日数を確認の上、変更時
期を案内するように周知・徹底しまし
た。

外
部

143

統合通知
書の記載
誤りについ
て

事
故
等

本部
基幹

システム
開発部

2012年
6月上旬

2012年
6月15日

○コールセンターより、お客様から統合
通知書に記載されている振込金額につ
いてお問合せがあったとの連絡があり、
確認したところ、統合通知書の記載誤り
が判明しました。

○お客様は農林共済組合からの移管
時記録に不備がありましたが、担当者
が移管時記録のデータの内容を確認で
きなかったため、統合通知書を作成す
る印刷業者に正しいデータを提供して
いなかったものです。

1名 ― 0

○お客様あてにお詫びの文書及び
正しい内容の通知書を送付しまし
た。

○担当グループにおいて、今回の事
象を職員に説明し、特別な対応を行
う場合は、対応方法及び対応結果の
確認方法を関係部署と十分検討した
上で実施するよう周知しました。 外

部

36



整理番号 件名
事故
等の
区分
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144

業務目的
外閲覧に
ついて

事
故
等

愛知 半田
2012年
6月25日

2012年
6月29日

○お客様相談室長が氏名索引届書処
理結果リストの点検において、年金相
談業務を委託している社会保険労務士
の氏名を発見したため、確認したとこ
ろ、社会保険労務士による業務目的外
閲覧が判明しました。

○年金相談業務に従事した社会保険
労務士が、窓口装置の操作の練習とし
て、自分の氏名、生年月日により氏名
索引を行ったものです。
○社会保険労務士が、自分の記録を閲
覧しても業務目的外閲覧には当たらな
いと誤った認識をしていたことによりま
す。 1名 ― 0

○当該社会保険労務士に係る氏名
索引届書処理結果リストを確認しま
したが、他に業務目的外閲覧はあり
ませんでした。
○社会保険労務士会より、当該社会
保険労務士について、年金事務所
への配置は行わない旨の報告があ
りました。

○社会保険労務士会に、今回の業
務目的外による年金記録の閲覧の
事象を連絡し、個人情報保護の徹底
を依頼しました。
○社会保険労務士会より、年金事務
所において年金相談に従事する社
会保険労務士に業務目的外による
年金記録の閲覧の禁止の周知・徹
底を図るための研修を行っていくと
の報告がありました。

内
部

145

業務目的
外閲覧に
ついて

事
故
等

東京 武蔵野
2012年
8月7日

2012年
8月9日

○お客様相談室長が氏名索引届書処
理結果リストの点検において、年金相
談業務を委託している社会保険労務士
の氏名を発見したため、確認したとこ
ろ、社会保険労務士による業務目的外
閲覧が判明しました。

○年金相談業務に従事した社会保険
労務士が、窓口装置の操作の練習とし
て、自分の氏名、生年月日により氏名
索引を行ったものです。
○社会保険労務士が、自分の記録を閲
覧しても業務目的外閲覧には当たらな
いと誤った認識をしていたことによりま
す。 1名 ― 0

○当該社会保険労務士に係る氏名
索引届書処理結果リストを確認しま
したが、他に業務目的外閲覧はあり
ませんでした。
○社会保険労務士会より、当該社会
保険労務士について、年金事務所
への配置は行わない旨の報告があ
りました。

○社会保険労務士会に、今回の業
務目的外による年金記録の閲覧の
事象を連絡し、個人情報保護の徹底
を依頼しました。
○社会保険労務士会より、年金事務
所において年金相談に従事する社
会保険労務士に業務目的外による
年金記録の閲覧の禁止の周知・徹
底を図るための研修を行っていくと
の報告がありました。

内
部

146
～
153

不審電話
について

事
故
等

埼玉

東京

東京

大阪

大阪

兵庫

鳥取

広島

所沢

目黒

足立

福島

天王寺

加古川

米子

三原

2012年
11月

2012年
11月

○お客様より、「不審な電話があったの
で、確認したい」とのお問合せがありま
した。

○次のような内容の電話連絡がありま
した。
１）社会保険事務所や社会保険事務局
を名乗る者から、医療費の還付がある
ので、フリーダイヤルに電話してほしい
との電話があったとのことでした。（５年
金事務所）
２）市役所や区役所を名乗る者から、医
療費の還付があるので、手続きを社会
保険事務所でするようにとの電話が
あったとのことでした。（３年金事務所）

11名 ― 0

○現在、社会保険事務所や社会保
険事務局は存在しないことをお伝え
しました。
○また、医療費の還付の取扱いは
年金事務所で行っていないこと及び
折り返しの電話をしないようお伝えし
ました。

○日本年金機構内部にお客様に注
意を促すように指示しています。
○日本年金機構ホームページに、不
審電話及び不審な訪問に関する注
意を促す内容を掲載しています。

事
件
等

37



整理
番号

件名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

金融機関店
舗コードの
変更設定誤

○事務センターより、金融機関の店舗コードが
入力したものと異なるとの問合せがあり、確認
したところ 金融機関店舗 ドの変更設定誤

○金融機関の店舗が統廃合された際に、店舗
情報の設定を誤り、誤った店舗コードに変更し
たものです

○対象金融機関に訂正処理を依頼し、支払
日に振込されたことを確認しました。
○誤 た店舗 ドが記載された振込通知

○システム仕様の決定に際しては、十分に
調査・分析を行うことを徹底していくこととし
ました

日本年金機構の平成24年11月分システム事故等一覧

1

変更設定誤
りについて

2012年
6月21日

2012年
7月5日

したところ、金融機関店舗コードの変更設定誤
りが判明しました。

たものです。
○プログラム作成時の調査が不十分であった
ことによるものです。 3名 ― 0

○誤った店舗コードが記載された振込通知
書を送付してしまったことについて、お詫び
の文書をお客様あてに送付しました。

ました。

内
部
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